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船舶運航上のヒャリハット事例とその研究
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Study of the Frightful Incidents on Ships Maneuvering 

by 
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Abstract 

We analyzed the contents of frightful incidents reported by about 1,900 seafarers, -captains, officers and 

pilots, and made study of the Human Factor on maneuvering, through the various causes of these incidents. 

Now, we obtained ratios in which their knowledge, skill, ability to pay attention, team work at bridge and 

the other items took causes. 

The related data and result is shown on many tables. 
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5. 結言

付録…二次アンケートの設問等

l． 緒言

海難事故の大半は船舶運航者（以下、運航者という。）

の人為原因とされているが、今日、運航者がおかれて

いる環境に目を向けるとき、外航船舶においては、人

員削減に伴う海技免状受有職員の少数化、乗組員の多

国籍混乗化、海賊行為の横行など、内航船舶では、職

員を含む乗組員の少数化、タイト・スケージュールな

どを見ることができる。共通する環境条件を一口にす

れば、労務条件の過密化や処理すべき情報の多様・多

量化などである。

したがって、運航者は、学習、情報の取得、注意の

配分等々に以前にも増す努力が強いられているとみら

れる。この観点に立って、本稿は（社）日本造船研究

協会が平成9年に実施した「ヒャリハット（運航過程

でヒャッとしたり、ハットしたりする場面のことを言
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い、‘‘未然事故”とも呼ばれ、かつこの遭遇機会が多い

と事故に結びつくとも言われている）アンケート調査」

データ（以下、一次アンケートといい、特記無い場合

のアンケートはこれを指すものとする。）及び当研究所

で実施した船長経験者への追アンケート（二次アン

ケートという。）結果等についてデータ解析を進めた。

なお本稿を進めるに当たり、次のことをお断りして

おきたい。

(1) ヒャリハット事例の原因を事故と同列に仮定、

取り扱っていること

(2)解析結果資料（多くは表）は、例えば狭水道と

港域での経験事例数の差など容易に読みとれるの

で、説明のないまま掲げていること。

2. ヒャリハット経験事例の大要

2. l. 一次アンケート

(1) 内容概要と本稿掲示データの作成手順

（社）日本造船研究協会によると、約1,900名（少数

の外国人船員を含む）から2,492件の事例につき回答が

寄せられたとされているが、本稿の事例数は2,166とし

た。

その理由、即ちデータの作成手順を述べておきたい。

当アンケートで求められた回答事項は、経験事例に

ついて参考表のごとき広範な該当記号のチェック、記

号中の‘‘その他”をチェックした場合はできればそれ

が何であるかの説明、事例概要及び自由意見の記述等

であった。

ところで、アンケート回答などによくみられること

でもあるが、チェック指定記号外の記号をもって示さ

れたり、 2事例が同一記号であったり、例えば参考表

中a~g'の要素の半分以上にわたり記号チェックに脱

落がみられるものなどがあり、これらと原因の精査過

程で割愛した方がよいと思われる不確かな事例等を除

いて整理した。また当然なこととして、2,166は一事例

が複数原因で生じたものでも、単一原因事例とした数

である。

原因の精査過程であるが、 h記号（参考表参照）で

“その他”の⑳がチェックされた事例が335のほか0が

67事例あり、殆どに内容説明が付記されていたので、

表2-2-1～同2-2-6及び2.3．で記載のように35原因或い

はこれらの細目原因として抽出・整理することができ

たものである。（表2-1-1参照）

(2) 回答者の職位及び経験時乗船船種

ヒャリハット経験事例の記載は表2-1-2に見られる

如く、船長を筆頭に当直航海士、水先人の順に多いが、

各職位者における経験度比率を示すものでないことは

勿論で、このような方々の一つひとつの事例が基に

なっているとご理解いただきたい。
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参考表 HIM.記号一覧（日本造船研究会実施アンケート分）

ア．態様、原因等に関する事項
b C 

①てi"oo--~直涵j:
-；衷還畏＿
4王吼＿＿

設定不十分---------------
｀ 
•ARPA での捕捉不能

呵,--------------
“‘ 
‘ARPAの故陣--------------
：その他---------

ィ．経験者、船舶等に関する事
c' 

-----------・奮〇曇-----------------―一凡恥這紐
二警輝五剛醗華ふ2坦生繹
玉這埠輯転ふ＿咤紐
呈雙壁遷士＿泡）は先人℃――--------濯）ー：29笠紐
瞑芦ふ釘え嗅ー一ぷ砂！辱上
奔与A__-；経験時 ：当時点の

豆偶＿--!従事業務 ： 経験年数
経験時 ， 

：乗船中の船種： ：当時の速力 ： 

摘要：便宜上文言等を適宜簡略化しているので、正確には上記協会の報告書を参照
のこと。

(437) 



194 

(438) 

表2-1-1 「その他の内容」記載事例からの推定原因整理例

回答者
b I ! C I I d g I h 1 I I h2 ! I h3 I I i 1 e'I l r No. H a e fl f2 f3 i2 a ＇ b' C ， d' g ＇ 

l 56 ， 4 3 1 1 3 2 6 「り --1 1 尺~t.l:
3 3 3 5 7 

2 62 ， 6 3 l 3 2 6 4 3 3 3 1 
3 111 ， 2, 4, 5 1 2 2 3 2 4 1 1-+｝ t ゚ l l 1 2 
4 273 3 4 2 2 2 2 

゜゚ ゜ ゜
2 3 3 1 

5 332 8 4 l 2 1 3 2, 6 ・~2 2 6 ， 20 ， l 1 l 2 5 
6 477 2 4, 5 3 2 l 3 6 5 1 l ， 15 

゜゚
5 3 2 2 

7 508 2 4 4 2 1 4 2,6 2, 5 I 2 ， l l 18 8, 9 5 1 1 2 7 
8 617 ， 6 l 2 1 4 6 ll 1 1 ， 12 '』 3 1 l l・ 1 l 3 5 
9 628-2 ， 5, 7 l 2 1 4 6, 8 4,. 5 1 6 ， 

゜゚
1 1 5 7 3 3 

--i3 .. 10 728 ， 5 3 2 2 3 6 li 1 ．2. 6 l ［ 9 

゜
6 1 1 5 7 1 3 

11 810-2 ， 4 3 2 3 3 8 4 1 1 ， 
゜゚

1 1 4 7 1 I 14 . 5 
12・ 871-1 ， 4 3 1 l 2 7 il l 3 ， 

゜゚
7 3 2 7 1 ・ 4 5 

13 899 ， l 3 1 3 2 6 :i 2 1 ， 10 
゜

5 2 3 4 3 5 4 2 
14 925 ， 4 3 2 2 3 2 り lに_!__， 12 

゜゚
1 l 4 8 1 7 1 

15 940 ， 8 3 2 l 3 6 1， : l 4 ， 18 
゜゚

2 3 2 3 5 6 5 
16 973 ， 2, 4 4 2 2 2 6 4 1 6 ， 

゜゚
2 3 2 7 2 2 5 

＂ 
1003-1 ， 1 l l 2 2 8 3 1 1 ， 

゜
4 1 l 5 8 l 2 1 

1 8 1071 ， l I l 7 2 8 :z I ・-l ・. 
9, 

゜
1 1 1 4 8 1 2 5 

19 1110 ， 3 3 1 

゜
2 

゜
:z l 3 卜 -， 

゜゚
1 1 5 1 7 I 

20 1145 ， 4. 7 4 2 1 6 2 ,l 2 1 
.. 一， ， ・噌~

， 5 l 1 2 3 5 4 5 --
21 1164 ， 4 1 1 7 2 8 4 l 1 1 

゜
1 1 5 8 l 6 5 

22 1184 7 5 3 1 7 2 1. 6 :~11ヽ-5 5 土l, 1 2 I 9 9 20 1. 2 6 3 3 3 7 4 5 5 
23 1212 ， 5 3 2 1 6 2, 6 

゜゚
6 4 5 1 4 2 1 

24 1337 ， 6 l 2・ 2 6 1, 2, 6 IS 2 --~ 6 l ， ， 12 

゜
6 4 5 1 4 4 1 

I 

25 1 362 ， 5 2 2 2 6 l, 6 IS 2 1. 5 3, 4 6 4 5 4 5 4 1 
26 1386-Z ， 6 1 2 1 3 6 5 2 2 ， 1 l 7 5 2 7 ！ 4 5 
27 1421 ， 1, 4 l l 7 6 2 14 1 6 ， 1 5 l 1 5 8 1 3 5 
28 1446 ， 5 3 2 l 3 6 !5 l l ， ， 6 3 3 1 7 4 6 5 
29 1548 10 6 t 2 1 3 2, 4, 6 5 2 l 1 9 11 20 

゜゚
6 6 5 1 4 4 l 

3.0 1563 2 6 l 1 7 3 1 5 2 1 ， 0 

゜
6 4 5 l 4 4 1 

l. 2, 4 
31 1583 2 4, 5, 6 1 2 l 

゜
• 6 5,， 6 2 l. 2 ， 

゜゚
1, 3. 6 4 3 1 4 4 1 

32 1591 7 4, 5, 7 3 2 l 3 1. 2 16 2 l ， 20 

゜゚
6 4 5 5 4 4 1 

33 1649-1 2 4 4 2 3 4 6 14 1 3 ， 8 5 l I 5 7 2 4 5 
34 1662-2 ， 2, 4. 5 2 2 I 6 2 [2 2 1 ， 

゜
6 1 I 1 3 5 1 5 

35 1677 ， 5 3 1 3 2 6 [t 2 1 ， 
゜゚

2 3 4 8 3 2 5 
36 1711-2 ， 7 t 2 3 3 8 14 1 5 ， 

゜゚
1 1 5 8 l 2 5 

37 1714-2 ， 5 I 1 2 3 2 15 l 2 ， 
゜゚

7 5 1 8 3 4 2 
38 1717 ， 4 3 2 2 1 6 I 2 I 3 ， 

゜゚
7 3 l 4 5 4 3 

39 1786 ， 4, 6 4 2 5 3 6 l 2 1 ， 
゜

. 0 2 3 5 8 5 4 4 
40 1864-2 ， 4 1 2 6 5 6 14 l 1 ， 

゜
4 7 3 4 7 2 4 6 

41 1868-1 ， 4 1 2 l 2 6 1 1 2 ， 
゜゚

3 3 5 7 2 2 4 
42 1901-2 11 8 3 1 5 3 6 5 2 1 ， 17 20 ， l I 5 3 5 4 

5 5 43 1903 ， 8 I 1 1 2 6 

i:！5 

1 5 ， l 5 2 3 5 7 3 6 
44 1916 34 8 3 2 l 3 2, 3 1 3 ， 

゜
4 1 1 1 6 5 3 5 

表の簡単な説明
(1)記号Hは、整理後の原因（表2-2-1以下のl~35分類記号に相当）で、他のa~g'は参考表における各記
(2) No及び(l)の各記号を除く数値は、参考表の①～⑳までの回答者がチェックした記号No、
(3) h 1. h2, h3のh2,h3欄の数値は、複数原因の一つとして回答者が挙げたもの、
(4)そのほかの欄で複数に数字を記載しているものは、回答者が複数挙げているもの、
(5)空欄は、回答者無記載のもの、

をそれぞれ示している。
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表2-1-2 事例記入時の職位 表2-1-3 回答事例数と当時の在橋者状況

経験時 回答 在橋者（共同

轡士

がいた事例数 該当数／

職位 数

①船長 802 

経験者の 船長 航海士 運航
従事職名

操舵手 複数 無関
全回答数

係
1753/2166 

②船長 87 
船長 33 189 19 148 276 82 747/802 

補佐

③航海士 758 

④水先人 404 

⑤その他 64 

⑥不明 51 

当直の 20 16 少数
ー航士
当直の 少数 少数 少数
二航士
当直の 少数 少数 少数
三航士

165 29 20 

174 24 少数

625/758 
162 15 少数

総数 2,166 水先人 118 23 少数 少数 171 69 381/404 
船長補佐中のもの、その他のもの、 扁記載で不明のもの等 /202 

表2-1-3は、‘‘経験当時に共同者はあったか、それは

誰だったか’'旨のアンケート設問・同回答から得られ

たもので、必ずしも共同で執職していたことを意味す

るものではないほか、表中の「複数共同者」のなかに

は、見合い関係における他船分まで多少は含まれてい

るとみていただきたい。なお、当直航海士においては、

ー、二、三の各職位航海士数に大差はない。

(3) 回答者の経験時執務船の状況

ここでは、回答者がどのような船でどのような速力

下に経験したかについて記す。

表2-1-4は船種、船型別にみたもので、船種ではフェ

リー、船型では3万トン前後から上の大型船乗船者の

事例が主体となっていることが分かる。表 (b) に各

船種における最多船型事例数を太字で示したが、フェ

リー船種では5千トン未満の比較的に小型船の事例で

多くが占められているとみることができよう。

その他母体とも言える視界状況、水域等種々の各環

境条件での差異数については、原因をみてゆくなかで

示すこととする。

表2-2-4 (a)船種・船型別の隻数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
計

船種・船型 雷；卜畠畢卜虞；卜未満＝ 万卜誓号卜そ不明 ＾ 隻、一
ン ン ン ン ン腐・

①在来船 41 27 41 121 3 5 238 

②コンテナ船

゜
， 10 70 178 

゜
267 

③タンカー 8 11 5 11 239 2 276 

④バルク

゜
3 2 51 96 

゜
152 

⑤ PCC 

゜
1 5 77 34 

゜
117 

⑥鉱石船 2 

゜゚
3 40 

゜
45 

⑦フェリー 266 264 158 160 3 3 854 

⑧その他 102 16 11 11 21 56 217 

計（隻） 419 331 232 504 614 66 2166 

2. 2. ヒャリハット感を生じた原因の展望

2. 2. l. 航行上の各条件と原因

船舶の航法は海上交通法規にもみられるように、大

別して昼夜、視界の良否、水域の違い、船舶の種類・

船型（大小）、速力情況などによって異なっている。こ

れら条件ごとのヒャリハット原因数は、表2-2-1～表2-

2-6の各表の通りである。

先記の通り、穂事例数2,166個々の単一原因は、回答

者が挙げた複数原因の冒頭に記したもののみを採って

おり、2,166事例に含まれる複数原因事例については次

項に記す。

(b) 同左の百分比

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
計

船種・船型 畠示卜畠翠卜
;; 旦号 以上ニ予その不明 ＾ ％ 

卜 卜 心、ーグ'
ン ン ・ン ン ン他゚

①在来船 2 1 2 6 

゜゚
11 

②コンテナ船

゜゚ ゜
3 8 

゜
12 

1③タンカー

゜
1 

゜
1 11 

゜
13 

百バルク

゜゚ ゜
2 4 

゜
7 

1@PCC 

゜゚ ゜
4 2 

゜
5 

⑥鉱石船

゜゚ ゜゚
2 

゜
2 

1⑦フェリー 12 12 7 7 

゜゚
39 

⑧その他 5 1 1 1 1 3 10 
． 

計（％） 19 15 1 1 23 28 3 100 
冒
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表2-2-1 視界・水域別推定原因数
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飽 (!139,4諜） 自 船 (1U9,52駕） その饂 (911,5冨）

法 i法・の

塁
達 不他
反法

度程同 域 の塁
切灯

火 の 他

原
航の 殊事特 不． 因 合
法情 明 計

i 
切

設号程（度定でア應に／概記ケ配略す号ー）のト該中当に示記号されを参た考記 、,|i ,, II ,。|I 
5 l | 1ヽ l1| 11111 a,,110111| 1'』1r.2 3 | I .! 13 1 2 I4 1! • 15 i ，I I Iヽii l ヽr| i ii IiB '| i | • 19 i i|2, 0 i ＇i ! 91 1 99 i 4 23 9i 0 94 ; 25 1 26 1 1 ！ ! 2a 207 ! i'1 9、9I | i ii 29a 9 9 l! ! ；3,; ’0 i I 1 91 l I i 99 

o. 20 

l 
整理後の分類記号 1 1 2 l 3 i 4 33 i 34 ! 35 

現界 i 本諏

視界A良好時I；II91明dCe'●． .. ・ 紐鋏iii沿そ小岸心の計値・不・
罰出I1O3, l9 i ,179 07 9 1 9 i 7IO 1 9 11 l io 9 , 

嵐9:1i: い|i1匹且i恥:| i il : 箪|i阻Iil : ，| ！罰i| ： ド1:『：□ |▲: 1]：，：I月.：菫：聾I: i叫・；l:1：2！叫！: il:1 叩1：，i▲: l 屈: i : 
3 o '! 1 ! ．ID • 1 i I ! [ o 5 9 工4509 6 

I I ! I I! 11l  . I I ! 

片 2I 91 
i l'i  9 4 531 i |,  戸 三］ 8|6

！ o ` l ! 5 l2 Ol ！9I可o,, l 9 ． 一244 ← 

110 

8 i ．` I67 I 1583 

視界不B良時 l.I|de'.•．． ・ 猿紐港沿岸水道 土351 36 i _ 19 ＂ 旦•40 • 1 いI9° ° 。1I 1I ！1野°8 3 山Ii, ’6 0 l Ii ; l1 亡I8 1I I I! , '1 戸O° o1 I3 i l, o 0’•甘l! , I O 19 • l ● 工国’ll o0• 1 i―ェ立95 , ロ! l 1 ● 可•2 I ! ; O | O I •' I ' I 旦 :05°• ―L , ,i ロl1: 0o ' l 1 '1了:0 ・•凸l!I l i [: 9 O • | ! i! : o • 土' ，l！ ~ ! : o °• ！ ! il斗: o' 匹l ― 1。1,i -? z_ II o O 1I 0 O II ' 

2 I i 1 5 o i l 8 I 2115 0 s : I I I I l I 3 !.『 0 5 I O I 12 I j I ! 0 i 0 
! ！ I I 3,  1 3 1 0 | 2l i II  'I'1 |.5 • | 0 | j3 2 . 5 ! l 3 l l 193 

10 ! II l i 3 ID 10 OiZIO! II! • I I !.2 I o o o 3 l 2 65 
il明e.その他・不 4 I 1 2 I。 l i r,I i ii o! l ．I l ！ 1 !!l 22l!ooll i33i! ! ！. _ ．ljI oo!)i ooi l jo T° i i ， 古o : i 2 41 

！ 小計 8「l9 l 13 5 ! 2 9 l 2 i 1 29 ! i -23 0 I l! 39 l 1 iI3 i 14 ! 6 l .9 ; 21 i .ー3'← i i .l 0 1 12I . o 1 47 l . l 8 | 0 | i 3 5H 
c 不明•その他 9 ! 12 I s I 2 I ! 0 5 0 i、ii o o量 0i 0璽 l!I !OI0!2iOl2 j i iO!O 0 l i o l 5 59 

合計 434 1 380 l l19 1 6 37 ! lO ! 46 ! 94 l l261 10 I 12 l¥20 l l8 ! 18 I 115 ! ll ! 8 1 76 1 8 l 216 i !10 l 36l 1-2 i 5 ! 22 ! 12-| 14い6l迅5! 13 l 4 | 5 (19 i 36 i 43 2l66 
緊 20 1 l8 i 5 ! O 2 i O I 2 ! 4 j 6 l O ! 1 ! I i 1 I 1 I 5 l 1 I O ! 4 l O ! 10 I S I 2 l 1 i O j 1 ! 1 ! l I 1 i 3 j 1 ! 0 ! 0 I l z・ i 2 100 

I. 事例数2166は、推定原因の単数・複数指摘ごとに各事例を整理したうえ、あいまいな記述事例を割愛した全事例数である。
2. 視界及び水域におけるその他・不明とはそれぞれの中間や忘却などの意で示されていると思われる。



表2-2-2 船種・船型別推定原因数
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速カ・水域別推定原因数（視界良好時）
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表2-2-3 B
 

速カ・水域別推定原因数（視界不良時）
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表2・2・4 時刻帯別推定原因数
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表2-2-5 天候別推定原因数

・寸他…'船“-(・9・・3・9, m↓_> , 1 --------•g-―•←殿 (1 129. 9月2名） その他"●●●(●●9●●8--,6り-・●9 

了 戸艤藝― ；切航法 鬱影の 装 その
自

航航：愕 霊そ
塁 法 ・の 船他 ．水 そ

反違 不法 他 -．-•一•"●●●●●●●—•一•••-- (609, ,28l....) • . --圧• の C I曲レi.r5" A •. Iそ他
発 同域 の

灯
樫度 の 他生 火

t 原 邁大 技来量走 ン I A ̂  の 特殊事 ； ． 
因 惧 郡;i1=1= 占心 饂 99 9 

ー百”「宦づ 布-,‘i,苓の 熟等不不道 調 ス ラ
航法 情

右緯闊1 舵効艤作龍茎 調 ス
;．  除を ダき 伏紐・不 問麗の 切 • 夕

保 1 遅 況—号令 良・置 一I 
'＜ - ・れ 下ス 不I コミ 胃

胃分麟記9 ， 9 9, 、9 19 III 
“ “ 

I ,、 99 19 “’蒻 “’’ ’‘ ”99 99 $9 9』
“ “ “ 天餞

櫻界良 - 疇曇雹れり

239 

郷冒胃言
胃I •I• 

2& 10 

告-平--

IO ． 

□ 
I 

墨＂ 

号戸I ● 

89 

璽
I I 1 3 

16 I 

゜ ---r~ •! 
5 

且諄゜
0 0 

゜ 片諄~゚ ~ ~ 且：年不豆明そ空の他＇．： 
.~ ．一~~ ~ I ~ 目 -I o -I ←! o 0 ― 

0 0 

゜ L.!…・ 
14 -0 ・ ・-I ·— ~ ~ ゚ .~ ゜

゜
88 

碑 凶 m 76 2 31 8 1 12 14 1 07 1 9 1, ！ 6 12 " ” 
,., 

鯰 9I "91 9l “" 5 90 " 4 U 13 & 1, J 10 25 24 "'’ 
視界這ビ●＂ りこ•••21 •6 一4 2 .~ ~ 

冒 誓冒
6 0 

冒胃二言言
I 

3 I 

忙
丼2I 寄80 

I 臣呼• " 『
゜I 

且
． ・’33 5 . 9 1 ~ ~ 

且l「'
2 I ~4·-2 -・-

I 甘存国2 
小訃 ,l 111 95 i 9 & Z 29 zo 35 1 1 3 14 i 6 2 21 S 1 U 01 49 ? 2 D ID 2 0 & 10 

“ 
II O a 8 II U 524 

表2-2-6 経験者と推定原因数

推
定
発
生
原
因

--他船 (939.435) 1 ・自 船 (I129, 52駕） その他 (98．訳）
... ----外 のモ呈"―丁和罪百・航 —• 一•一•一·9:;： 日元ドEl:［:|そ[I| 

冒—•[llll.-［［〗：9:-iI: ：..l:lilIII1: 

i ̀-1:］]［ [ ］［［〗口［］］‘-・［］．i・[]:[,;99>1[i: [い:-t:-[9:-I卜＋＇

"H 

戸釦計刊舟叶出―・ドl: 1 :．l : I. ： 1可璽需t〖.|；--l-; |：にl.：「叩罰1,}|;1巳：叫囀_,
: 

i 
訃•ーデ且塁聾塁悶且闘判tIt!開翡且l]]1]！『![［T]見l[『閏翡］：且：且

(445) 
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2。2.2. 事例における複数原因

事故やヒャリハットの原因は、単独よりは複数しか

も複雑に絡み合っている場合の方が一般的と言えるか

もしれない。その意味で、重複原因事例が多数あって

よいかもしれないが、総数は437事例程度であった。

表2-2-7は、重複原因数が2及び3以上の事例の概略を示

す。なお、 4以上は2~3事例数にとどまっている。た

だ、重複する原因の詳細内容は不詳なので、整理後の

分類記号の35区分ではなく、 3ページ参考表のアン

ケートの設定原因記号のh (hl,h2,h3は表2-1-1参照）

で、回答者指摘の記号数値のままとしている。

(446) 

表2-2-7 重複原因事例数 記号のみでは内容が分かりにくいので、表2-2-8に文

章化して参考に供する。

2重複事例数

（継数375のうち、 2事例数以下58を除く
317についてのみ記す）

h1,h2 l事例数 h1,h2 I事例数

1 1,1 2l 103 4,5 l 4 

9,1 2 l i 17 6,8 l 4 

10,12 t 1 6 6,14 l i 4 

20,6 13 7,9 4 

20,11 l i 12 7, 11 4 

6,12 1 1 10,13 
； 

4 

6,9 
一： 
， 12,15 

： ！ ； 

4 

8,9 ， 14, 15 4 

9,11 t I ， 20,10 I 4 

10,11 I ， 6,7 l 3 

20,12 l f ， 6,1 1 l t 3 

8, 11 8 6,13 i 3 

10,15 7 9,10 l 3 

20,9 7 9,13 3 

8,12 5 11, 13 3 

13,15 5 11, 15 3 

20,4 5 12,11 3 

！ 20,8 ： 3 

3以上重複事例数

（総数62のうち、 1事

例数45を除く 17につ
いてのみ記す）

i 事例数hl, h2, h3 l 

20, 11, 12 1 6 ....................................,.......................... .. 
10, 11, 12 l 3 ...........””.....................;•,......".........*•••••••• 

......... ~.'. .. ~i.)?.. ＂.....』．．．．．．．．．．．．?．．．．．＂．．．．．．
8, 11, 12 1 2 

.......．．．．．．．．．．．．書•••••…….....i............................ 
11, 13, 14 l 2 ........”’'”................:.....",........ 
13, 15, 1s I 2 

表2-2-s 重複原因事例の参考記事

No. j h1,h2 ! 複合推定原因記事 l数
1 I I ...........1.1....21. ..... .....11 .1..2 ......-II.他......（..會船.下.........段は..........、に.........同.自..”....船..じ........）に.........気.........づ..-かな·•い······•まま違法行動をとっていて ! i 13 03 

2 9.12 
l -！ 自（船又がは他、他目標船がに他気を目標取にら·れ·気······•てをいとるられとてきいに、る他の船かが、違違法法行行動動ををととっっててききててお） り i l 17 

3 10.12 l他船は違法にも無灯火のまま l 1 6 

4 6.12 ll . 、...自....（...船.又..がは~強、""潮.他.........流船..........がに........圧.強.....＂..流潮..........流.さ...“...れ.に........圧.る......．．流な．．．．．．．．．か．．さ．．．．．．會．れ、．．．．．．．．．他つ．．．．．．．．．船つ．．．．．．．．．が、~違違法法~行行動動をを．と．と．．．．．．．．っっ．．．．．．．．．てて．．．．．．．．．．きき．．．．．．．．て．て．~~ ~ ） ．．．．．．．．．．9 i i 1 1 

5 6.9 l他目標に気を取られているうちに、強潮流に圧流されて l 9 

6 l 8.9 l他目標に気をとられ、関連の動作をしていて、気づくのに遅れ l 9 

7 9.11 ll .“ 自.....（＂ .船.又.“"....が.は會.• • .. ..他.、.. • .... ..他.目..• ... • .標船.... • .. • ..にが.... ... • .気他.• .. • • ... .を.目.... ...標..と.• ...... .にら.",.• . .れ気.... 會......るを..• ... • . な..と..• .. • ..か.ら..• ... ..れ、.• .. " ＂ "他て"” .•. .船.い"””. . ..もる.... ... ..の.自.““ “船.か..• ... ... に.、...... • .気..自... • .. • .づ船..• .. • “ . か.に..• . • ...ず.気... • .. • ..づに.• .. ... ..お.か...• .“ ..ず.り......、．．に．,..... ..お.... ... "”り"". ."） ．．．．．． ．． ． ．．． ．． ． ． ．． ． ．‘ ` •• .."＂ "l c I 9 

8 10.11 l他船は無灯火で、しかも自船に気づかずに l, 

9 I ； 
8.11 ll . 自（~船又．．．．．．．．．他は仕.、...““..他事......船で.....気.は.........何づ..........か今く,．．．．．．．仕の．.事.に.．遅．を．．．．．．...れ.會し,.......てる.........いな.........てか.."＂、、~~...... 他自~”.船船....はに.気.自........船づ...かに．．ず気．．．．．．．．．づ．に．．．．．．．．．）か．．．．．．．．．ず．．．に~~ ~ ＂“ ~ ~ "＂"＂”"＂＂" ~ ~ l ． i 8 

10 i 10,15 j無灯火船存在するも、レーダー映像にとらえられず l 7 

1 1 l 8.12 l他仕事をしていて、目標の違法な行動に気づくのが遅れて l 5 

12 l 13.15 lスコールが来襲してきて、見えていた他船がレーダーにも映らなくなった 5 

13 4.5 l （停電と推測される）エンジンも止まり、舵も使えず 4 

14 6.8 l他仕事をしていて、強潮流に圧流されていることに気づくのが遅れて 4 

15 6,14 l強風潮流に圧流されるやら、レーダー調整もうまくゆかないやらで 4 
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No. I h1,h2 i 複合推定原因記事 l数
16 7.9 

| 塵l！目（（標旦又又蒻がははに、、自気部船信下号をに気へ吹とづ嗚のられ指かをて示部な、不い下指足にこ示指でと示、がを間同あし違人なるいがいこ他でといのをて、目標部、下に目気標に指がを示奪自船わしれなに気てい）でづいかずて） i ； ！ l 4 4 
17 7.11 

1 8 l 10.13 lスコール中に、無灯火の目標を見失って l 4 

19 12.15 目標は違法な行動をとっていることだけは確かだが、レーダー映像から消えてしi4 

まって

20 14,15 レーダー調整不十分で、他船の映像が得られず l 4 

21 l 6.7 l部下への指示不足で必要な情報が得られず、強風潮流に圧流されることとなり l3 

22 6.11 l、l... .目..• ..（ 標又..'”. は.は.• • ••• •• .、.自.• ••• ,..船他...• •• • ..船.に.• • •• • • .気.は.• •• • •• • .づ強.• •• • • • • '潮“か.••• • •• ず.流.•• • • • ••• 、.に“.••• ..圧..自...••• • .船流..•• • ••• ..は.さ'“••• • .れ強..,．． ．．． ．風つ．．． ．． ． ．．．潮．つ“.•• • ...流、..• ,．． ． ．． に．こ．． ． ． ． ． ． ．圧．ち．．． • • ＂,流．．ら．． ． ．． ． ．．に．さ．．． ． ．． ． れ．は．．．気．る．．． ．． ． ．．や．づ．．． ．．． ． ．．かで．． ．． ．．． ． ． ,な...• •• • ..い.• • • • • • • .様.. . . ... . '子＂•• • •• • ..で,．．． ．．． ．．） ． ． ． ． ．． ． ．,・ ,. • ••• • • • ..". • • • • •• • •• • •• • •• • •. l l 3 

23 6,13 lスコールに見舞われるとき、強風潮流に圧流され、かつ他船を見失って | 3 

24 9,10 l他目標に気をとられて、無灯火船に気づくのが遅れ l 3 

25 9.13 lスコールのなか、他目標に気をとられるうちに、肝心の目標を見失って 3 

26 11, 13 l目標が自船に気づかないなか、スコールが来襲して目標を見失い 3 

27 | 11, 15 lレーダーに目標映らず、目標はこちらに気がついていないようで 3 

（原記号 20との組合わせ分及び事例数 2以下の分は省略）

2. 2. 3. 共同作業と原因

共同者は、見合い関係における他船まで含ませるの

はともかくとして、一船内でも広義には機関関係勤務

者等まで含まれ、かつ“共同作業としてヒャリハット

の原因を共有した’'ものと実務的に認定するとなると

極めて困難を伴うものとなる。

の62、同不良時の12という数になった。この点を考慮

して表2-2-9を見ると、「共同作業における相互のかか

わりが原因と全く無関係ではない」との回答者の意向

が読みとれる。

ここに、アンケートの設定記号指摘のまま内容関係

を表2-2-9の如くマトリクスに示す。

表2-2-1以降の表では「共同作業」回答記事を吟味し

たうえ、「共同職務遂行上の問題」として原因数を別途

に示しており、共同作業がヒャリハットの原因をなし

たと明確に指摘された事例を抜き出すと、視界良好時

2. J. 各原因の細目

表2-3-1.1以下の内容欄に記す原因の各細目は、アン

ケート中回答者が「チェックした記号」と同一人にお

ける当該箇所の「その他の内容又は自由意見」記述と

を対照しながら抽出・整理した項目である。即ち、当

該記述から読みとったもので、抽出・整理に当たって

はできるだけ記述文言の真意を損なわないよう最大限

表2-2-9 A 共同作業原因の状況（視界良好時）

゜
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 

鉦’‘‘‘ 意 意 土ノヒ‘ 共 北/＊、 共 共 適 そ
関 ＂田山‘ 見 同 同 同 同 同 切 の 事

係 伝 不 者 者 者 者 者 な 他 例

達 の の の の の 指 数

原因内容 不 致 勝 過 操 機 職 ホ

正 手 誤 舵 益ロロ 務 の
確 な l の ミ 取 憮 欠

行 I報
ス 扱 足守！、 如

動告 ミ`` 
ス

〇無関係 981 7 4 2' 

゜
10 1 1 2 8 15 1040 

1伝達内容確認不十分 6 54 6 5 2 4 5 

゜
10 3 95 

2平素から共同者と不協和 1 

゜
1 

゜゚ ゜゚ ゜゚
1 3 

3報告内容の確認不十分 3 ， 1 2 3 2 2 2 ， 3 36 

4ミスに気づくのが遅れる 38 ， 3 2 1 27 5 

゜
20 16 121 

5仕事の進捗状況把握不十分 6• 5 1 6 

゜
4 5 1 13 10 51 

6その他・不明 38 4 1 8 1 1 ， 3 6 99 170 

7 1~5までのミックス等 2 8 1 1 1 4 5 1 1 43 67 

合計 1075 96 18 26 8 52 42 ， 67 190 1583 

(447) 
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表2-2-9 B 共同作業原因の状況（視界不良時）

゜
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 

価’‘‘‘ 意 意 共 共 共 共 共 適 そ

関 田ヽじJ‘ 見 同 同 同 同 同 切 の 事

係 伝 不 者 者 者 者 者 な 他 例

達 の の の の の 指 数

原因内容 不 致 勝 過 操 機 職 ホ

正 手 誤 舵 器 務 の

確 な の ミ 取 搬 欠

行 報 ス 扱 』4中.... 、 如

動 告 ミヽ

ス

〇無関係 271 6 

゜゚ ゜゚ ゜゚
8 4 289 

1伝達内容確認不十分 8 41 1 2 

゜
2 

゜゚
6 2 62 

2平素から共同者と不協和

゜
1 2 

゜゚
2 

゜゚ ゜゚
5 

3報告内容の確認不十分 5 ， 
゜

4 1 2 

゜゚ ゜
3 24 

4 ミスに気づくのが遅れる 12 7 1 3 2 6 3 1 7 4 46 

5仕事の進捗状況把握不十分 7 6 

゜゚ ゜
1 1 

゜
6 1 22 

6その他・不明 12 2 

゜
3 

゜
2 1 

゜
2 39 61 

7 1~5までのミックス等 3 

゜゚ ゜゚
1 

゜゚ ゜
1 1 15 

合計 318 72 4 12 3 16 5 1 29 64 524 

の注意を払った。 たり、無理に思われるものは省略又は空欄などとして

いる。なお、内容欄の各数値は右記例（事例）数の合

計を示す。

また、例数及び％は、各原因（分類35原因）におい

て、細目内容が明示されていた事例を対象として細目

の比率を求め、それを、事例全数に当てはめた数値で

ある。よって、多少の誤差を含んでおり、不明であっ

(448) 

表2-3-1.1 視界良好時の他船原因の細目

内容 例数l% 摘要 i 

①横切り 138 l 40l他船の内訳 ；小型貨物船及び小型漁船合わせて15隻
·----·----········------·······--·.....................................,．二．,.・＿・—.............................-............................................................................. •-·············.... 
②追越し 27l 8 

他船 "...............＂”"＂＂．．．．．．．．．．．．．．“...........................”●●●●●●●●●ふ．......R······T~:i::iiF/2"1;·ijeJ'iiA·····............................... _..................... 
③前路進出・急発進 27l 8 全事例が小型船航法違反否薔甑蓮五”....."...................．．．．．．而寸＂．．五 "".l............”"”"＂............"...................................."...................................................................."．．．．．．．．．．．

344 1二已：規定違良 I.::—- 7 5'居眠り4,VHF合意後の違反、保持義務船の避航動作及び

； 不明。その他各3

①不適切な避航方 7l戸口韮顔亨ジグザグ針路での避航措置等

竺．こ意竺竺．四．．．．．．．0••••••-l................l...
②自船の前路に進出 24 i 9 一般船の割り込み、小型漁船前路での急発進、高速レジ

l ャー船の前路横切り等

他航::切 1畠霊:•9:：:••I....:::•••••;::..[:”.." ：ご翌；．：佗雪ご：こい尋・・し行為等

適切・不必要な接近 l 
... ~.:::.:.. :...........:.....::-:-... :... :.~,.................,;..................．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ぷ”...................

⑤盲目的な行動 54 l 20 気づき遅れと思われたり、こちらを認めているか疑われ
277 

I るような操船行動....~ ●●●●●●●●ー・．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．””........................................."........＂........._.......................................
⑥圧流されて接近 7 l 2 ー・戸直"................................l●●●●●●竹"”•『....i『]転韮環噂涵畜三面遥薔面じない航法等

無・不法灯火 76 無灯火船との遭遇は、外国沿岸での例も多いように見受

他船のその他所為 2 
けられる。

他船の走錨接近、相手船に自船の意図が通じないまま接

近等の例が見られる。
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表2-3-1.2 視界良好時の自船原因の細目

内容 例数l%
: 

摘要

①無理な操船 8 i 26 時間に追われてのものが多いほか、外力の影響に抗しき

自船 l れずなど
操船忍戸扁蓮五逼涵じ薔面"...................§".....『ib．．．面両ピ逼われてなど

..........................................................................,..................,.................................................................... .. 
不適③操船ミス 11 |35運動性能の過信、舵角の過大・過小、減速時機の遅れ等
切＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”＂”"“"””............................;.............................................99.....................”"＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．會．．．．．．．．．．．會●●●●"""””..................'”..........

④判断ミス 7 l 23避航のタイミング失、操舵方向違え、他船行動の憶測誤
31 i りなど

航 ・i?:・..・z:・;:;:;・1.:i.;・・・・.. ・・・・.................................... l........ ;;....... i.... ;;......”................◆.................... ~.a~:;::···u:·......................................................... 
法・

⑤その他 2 l 6 強風潮流下、着桟操船難など

不
①接岸操船時の速力 6 l75前進行き足3のほか、後進とバウスラスター無効が各1

適
自船

.............. -.................................,.................. ¥............................................’'””● ●●●●●●●●●●●●●●””"＂＂．．,................◆............＂”...........””"＂＂ 

切
過大②不安全な速力で入域 1 l12入航時間に追われて
速力 "”●●●●9 _”●●●●●—•.....,'…·9●● 9•一•●●●●●●●●”...... .. ;........... 1-........................, 

8 
③その他 1 112詳細不明

①不使用 1 l 9 レーダーによらなかったために、曳船列を漁船群と誤認

レーダ i など........................""．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂”"．．．．””....,...........,........... .. 

ー機器②操作・調整 7 i 60 ISTC、Gain、Rangeなど

関係 不適切 i ...................................................................... -..................................＿●●●●●●●●●●● 9●●●●ヽ●●●●●●”.............“...."............................．..........................

12 ③その他 4 l 31 レーダー使用禦怠、レーダーに漁船映らず、至近距離で

！ 漁船の存在に気づくなど

13 j 17対話の相手；同直者と、突然の来訪者と、相手船と電話

i でなど
②他仕事中 1 

"．．．．．．．．．．轟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ふ．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．，

21 i 28 チャートワーク、オートパイロッ ト修理、共同者に他仕

l 事をさせてなど
-..…，．…．．，．．“#9_ • ,＂-- --―ーー "--・ 一"•- -―_ --.- ＂”" 

見 気づ ③報告ミス 20 i 27共同者の報告解怠がほとんど、一部当直交替時の報告漏

張 き遅れ l れ................. -................,...................................... 
り 74 ④うっかりミス 16 l 22前方のみで後方留守、一事を済ませてホッとした時な

不十 I ど、（気を取られと共通もある）
分

....................................................,.............................. ,．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・ーー・●ー．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

⑤その他 4 1 5 レーダー複数者使用中に、映像を見落とすなど

308 ①気を取られ 67 l 77おしゃべりで、漁船群に、共同者の報告内容に…など

気をと ...::!,'.. ·~·--:............. 1----?...........．．．．．．．．．．．．．．．．．"…………..，..............."................".........................".......“”..................＂●●●●●●●●●● 9 

られ・
②思い込み違い 7 i 8 ヨット等第三船の灯火・動静、相手船進行方向等

思込み””””..........................””●●●●●●●●●●●●●●”................1...: .. ;;.・.. 1・;u::;.;;i・.... ・・:i.:.;::・:i・:・::i;::・・;・;:................................................................. _ 

・誤認
③誤認 8 | 10物標、灯火など

.............................."....................”............」．"．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．"．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
87 ④その他 5 l 6 上記ミックス等

' 

見張り死角 9 他船船体、デリック、クレーン、マストが死角となって

と示されている。-●●  9●●9●9 _,.. 
当直者、臨時の助っ人などの見落とし、報告欠落、怠慢

省略 などが指摘されている。
~ ~一~ ~ ＂ 

見張りに関するその他 居眠り、豪雨 1，猛吹雪下のレーダー映像の喪失など見ら

6 れるが、ほとんどは詳細不明。

操舵①号令ミス 5 i 42号令不適切、号令確認不能など

ミス・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．』．．．．．．．．．．．

同号令②舵取りミス 5 l42勘違い、舵輪操作ミス、ジョイスチック操作ミスなど

舵・ミス 一・_........................................-....... _...............●●●●●●●●●"．．．．．．”"””..........................................................”●............ 

操舵 12 
③技術未熟 2 i 2技術未熟

関係 ①低速力 10 i 67荒天、強潮流≫浅水影響、操船上など
1 51 : _......................"．．．．．鳳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．~ ~ ● ●●●●●●9 

舵効
②水先人乗下船 2 l13風潮流も影響
-・・・・・・...........................”,．ふ．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”＇

不良③船体・運動性能 2 |13構造・性能上の欠陥船

15 冨尋冠“...................．．．．．、..1·········1••n1•···r祠雨".......................”"＂＂"”........................”...............................................

①会話中

A
次

ペ
ー
ジ
に
続
く
＞

●●● ~ ~ ~—·· 
見張り技量未熟 9

(449) 
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内容 例数l%
_; 

摘要

＾
前
ペ
ー
ジ
の
続
き
＞

A
前
ペ
ー
ジ
の
続
き
＞

609 

外力の影響

①パイロット設 11 l 12 自動←→手動知らぬ間に切り替わり、手動にすべきとこ

定間違い l ろ自動のままなど...............................-... _ .. _........,...............●●●....................會...............”.......”.................
②パイロット操 16 i 17自動←→手動切替時に操舵不能となったりで故障、切替

操舵装|．．．．．空四違．竺．9．．．．．．．．．．”.....”...........」...........•四．ビ墨竺．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”...............................................................
置不調③舵故障電気系 38 T4o電源オフ、追従系統・ブレーカー等の故障、接触不良

93 統..... .. ~........................................ I..............」.....”....．．．．．"...................................""””.........................................................................................
④舵故障取扱い 23l25l舵故障（原因は不明）の場合の対応不良

ミス
冨麟鰐逼"..．．．．．．．．s・・・・・・・r・・・5・・・・r面厨薔禰齊瓦"..............................................”"...........,．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

①水路状況 4 l 50航路標識、水深、ふくそう状況など.......................................................................,.......................................... .. 
②自船性能特性 2 l25馬力、舵効...................................................................... -....................................................................................................................................................................... 

③自船航行状態 11 J 13航海灯点灯忘れ................................................................................................................................................................. _............................. 
④その他 11 j 13不明

①物標選定ミス 3 l43前直者、入港時など....................................................................,．．．．．．．．．．曇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．"＂“,．．．．．．．．．"......................................”..............................................................

②監督者チェッ 3 ! 43前日正午位置、未熟者、共同者共
クミス?.... §.. .. ~......................................”●●9」................................”...............”................................”,..........”""．．．．．．．．．．

③その他 1 l14不明
＿ ~..,• 

①相互不尊重 6 l 10水先人ー船長間 2,船長ー航海士間 1
............................. _.,................. ~.....................................................“............鬱..............”............................“......．”............................“.........

②連携不行き届 3,2 ! 52外国船員ー船長・水先人 6(38%）、船長ー陸上・水先人

共同職務遂 き l 5(31%）、船長ー船内 5(31%) 
行上の問題 """................................"............．．．．．．．．．9,........,．"........．．．．．'””........................................＂""””............................................. 

③指示間違い 6i ) 10水先人1ほか不明
62 1否藉蒻疇”........．．．．．．1万＂．『iす薔切五藉呆＂ ．． ”・画晉".............."．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．'”.......＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．”............

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・............,....... ~....... __  
⑤その他 6 i 10操船責任者不在等

ヽ

操船技量 1①操船技量 6 |75 操船、航海術に関して；船長 2，航海士 4
-.＂””""”冒---.-..—←•”... - -. -·r--•9•••---.-.. •O• -- .  ＿ ＿ ＿,.．- - -- --”’••一..,........ 

未熟 8 ②計器取扱い 2 ! 25レーダーCPA求め方とARPA操作．航海士 2
①強潮流 57, ! 34 狭水道通航時や避航•投錨・着岸時の減速状態等.............. _,.................................................................. _.............................................. 
②強風 101 i 60台風時、低気圧や前線の通過に伴う突風時....................................................,..................,...................曹...................",.........”......”................”""＂.......“.............................＂”........................＂.............

167 I③強風潮 5 ~ 3 注意不足や対応技量難..............................................―.....,......................................................................................................................................... 
④その他 4 I 2津波余波など

片舷機のみの故障・不調を指摘したものが数例ある。

省略 造船所、メーカーの責任としたものも見られるが、その

①ら1畔検不良 |18l531で二雲ば翌：言言：等cほか正戸
.....""”●’.............. 

②取扱い不適切 14 ! 41機関関係者（特に外国人が多い）の未習熟など
＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．學●●●●...;........... !,.................................................................................................................... 
③その他 2 l 6 船長の不適切使用など

リモコン不調 12 省略 故障 7(64%）のほかは取扱い不適切などとなっている。

1421機関その他 省略 いずれも推進器関係（可変ピッチプロペラ等）の故障・不

5 調となっている。

①取扱いミス 6 i 30機器取扱い2、操作1のほか不明

20 "....................................,................””....,..」...........．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．"”.......................................................”................................””............

I②整備点検不良12 l1ol具体事項の指摘なし

③その他 I 12 ¥ 60 I偶発故障1が指摘されているほか不明

鯰

象

8

疇

7

調

対

不

前

位

事

船航

法

不

適

切

主

機 1主機故障・不調

い

切

4

扱

適

3

取

不
関機

リ

モ

コ

ン

不

調

停

電

発

電

機

停電

32 I発電機等の不調 12 省略 I取扱いミス、整備・点検不良が各3(23%）のほか不明。

① CPP I 2 ¥ 50 

船体・艤装の不全②船体 1 
、9

l 2s i 

4 
......................................................＂●●●●●●●●●ハ●●̀,...........
③その他 1 |25 

省略

(450) 
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内容 例数；l% 摘要

ジャイロコンパス 15 省略 省略

①調整不十分

2 ， 0 2 l ， ! i ： i 6110 4 8 8 
レーダー

②-目標..映........ ら....ず............... .. 

航 13 
③．．．．．．．．．．故．．．．．．．障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

省略
海 ④..........そ.......の.....他.............................. 

計

器 ①設定不十分

2 1 1 1 i ： ： i I i 24220 0 0 0 
37 ARPA -②捕捉不能・・・・・・・・・・・・・・・・ 

5 
③．•-~ 一•-----.....故....... 障................................... 

省略
④.・・・・・~．~ ~ ~．そ．．~~ ．．の~＂．．他．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

航海計器その他 4 省略 いずれも故障又は使用不能となっている。

自船のその他 2 省略 大時化で、高波浪下の危険感等

表2-3-1.3 視界良好時の不可抗力その他の原因細目

内容 例数 l% 摘要

①水路事情

8 2 l i ＇| l 82~ 0 0 

狭水道で双方の見張り不十分、追越し行為の介在等

自他船同程度の 考慮不足
航法不適切

．②．．．．．．．．．．そ．．．．．．の．．．．．．他．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ....他.....船.......の......不..’'．．．避．．◆●●●航~~ ~行．．．．．．．為．．．．．．．．・．．．．．自．．．．．．船．．．．．．の．．．．．．信．．．．．．号．．．．．．．不．．．．．．吹．．．．．．鳴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

10 

①港内 背景光中に目標を見失う
背景光

水域の特殊事情
●②●●―.......地●理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ....海.......図......記....... 載..,..... と.....実......際...... の......大-違い..............””●●●●●●●●●”...........．.-................ 

25 ． ③．．．．．．不．．船．．~~．案．．．舶．．．内．．．．．．水．．... .. 域.... -... ....通......航.......量......過...,●●●密●●●●.... の..... ほ....... か.....小......型.........・.... 漁....._船の密集................... _....... .. 

ふくそう域.④..........そ......の......他................：●● ．．．．海．：．．ー・•面-....．色........と.._船体色....見......分.......け.......つ..... か...... ず........、....-蜃気楼類...似...... 現.......象..................... 

3,3その他・不明 揚錨機の操作ミス2、甲板作業における足場整理

24 不良1があるほか不明

表2-3-2.1 視界不良時の他船原因の細目

内容 例数 l% 摘要

a. 「その他の内容」記述中に、「相手船が全速力で

他船航法 詳細不明、 接近してきた」、「霧中信号を吹鳴中なのに接近と」はなど

違反 摘要欄参照 81 があるが、全事例の内容を詳細に区分するこ でき

81 ない。

b. 同記述中に、「当方保持船なのに相手船が避航動作

をとらず」など不可解な指摘もある。

①自船の前路進出・

4314 0 7 ¥ I I i i ¥ 4414 0 5 

狭水道での一本釣り、前路での停止措置や漁具の

他船航法 閉塞 投入等

不適切
．②．．．．．．．．．．盲．．．．．．．目．．．．．的．．．．．．な．．．．．．．行．．．．．．動．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ●●こ.気....●●づ●●●●●●●き●●●●●●遅●●●●●●れ●●●●"●●と●●●●●思●●●●●●●わ”....れ......た........り.....、..””.こ.....ち.......ら......を.....:認...... め......て........ い.._るか疑..わ.......... 

91 れるような操船行動
．③．．．．．．．．．．そ．．．．-の・・・・-他・・・・・・・・・・・ ····小·····-型船の急"·接······近····....、.....前.．．．．．路"●●●●●で●．．．の~~ •．~．．．横．．．．．．切．．．．．．．．り．．．．．行．．．．．．-―.為...●● 等● ●●●●●.......................................... 

無・不法灯火 35 省略

他船のその他所為 2 省略

(451) 
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表2-3-2.2 視界不良時の自船原因の細目

内容 例数 l% 摘要

自船操船不適切 霧中、他船を避けるために転向する場合の判断ミス

5 が最も多く、同じく舵角過小の操船ミス、他船への

省略 無理な接近操船等が見られる。

自船過大速力 一般水域での霧中時速力と接岸操船時速力の過大

2 各1である。

①無準備・不 急に霧模様となったとき、レーダー使用又は

レーダー 使用 プロッテイングまでできずなど

機器関係
. ②..........操......作......... ・...調........ 整..... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．；など”.......................”"”....................................................

STC、Gain、Range

29 不適切
見

・③・・・・・・・・・その他............ . ....共.......同......者......が......勝.......手......に.......レ......ン......ジ......切...＂”替"“.、......”レ●●●●●ー●●.．．．ダ•......ー......に..._他,,..... 船......映.......ら...... ず......... 

張 など
り ①報告ミス 航行形態上最も多いと想像される
不 気づき遅 西＂．．うっかりミ．． 内訳不明

....他......船.......進..疇...路.....”の.....追.......跡....＂確...”.認.......な.......ど....會......＂●●●：・..................................................................

航 十 れ ス
法 分 20 

.③..........そ......の......他................... ...不明 ......... -.............................. ・-・・・・・・・................ 

不 102 
①気を取られ

•-•••一1•57 78 ̀日．．•a-..9ll1 I…...52t..ii0 ~2 ...:.: .. 

不明
適
切 気をとら .. ②....... 思い込み違 ....他......船.......の......動......静.......を.....臆.......断.......な......ど.......................................................................................... 

154 れ・思込 Vヽ

み・誤認
．③．．．．．．．．．誤認．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ....船...... 種.......を....... 示...._す灯火と航,...... 海.......灯................................................................................. .. 

35 ・④・・・・・....そ......の他............. ・-不明・・・・......... -............................................."””●●.．................................ 

見張り死角 1 不明

見張り技量未熟 3
... .. 当....・直-者、臨時の助・・・・・っ......人......な.......ど.....の......見.......落........と.....し......、....... 報..... 告......欠....... 落......、......... 

省略
.. .. 居怠......眠.慢....＿＿な●り●＿...、.ど.....豪が......指雨......摘...・..... 猛さ.....吹れ....... 雪て....... 下い..... のる......。.レ.......ー.....ダ......ー.......映.....像........ の・-喪失な・・・・・・・ど・・・・・・--・ 

見張りに関するその他

14 見られるが、多くは詳細不明。

①舵取り

3 3 ! I l 1 I ！ 550 0 

舵輪操作ミスなど

操舵ミス・ ミス

同号令ミス
②.........技術未.... ・・・・外・・・・.. 人....... 操....●舵●● ●●●●● 手●●●の●●●.経．．．験．．．．．．不．．．．．．足．．．．．．．な．．．．．.. ど..............................● ●●●●.．．．．．．．........................... 

6 熟
舵 2,1,4,2舵効 ①低速力 2 l ： 100 

暴風雨下、 4ノット以下の速力とプロペラレーシング

不良 2 
操 ①パイロッ 自動←→手動知らぬ間に切り替わり、手動にすべき
舵 ト設定間違 ところ自動のままなど
関 し)

係 操舵装置
②．．．．．．．パ．．．．．．．イ．．．．．．．ロ．．．．．．ッ．．．．． .....自.....動.......←......→......手會......動......切...””替...拿.時.......に......操...."舵．．．．．．不．．．．．．．能．"．．．と．．．．．．な．．．．．．っ~＂た”●●●●●●り●●●●●で●●.故．．．．．．．障．．．．．．、．........ 

29 不調 ト操作間違 切替方法に無知

21 い

③舵故障 .... 電源オフ、追従~系統~~・ブ~~レー…カ~ー等の故障、.~. 

＾ 
電気系統 .. ..舵接.... .. 触故... ． ． ． ．不障．． ． ． ． ．良． ． ． ．（． ．原．． ． ． ． ． ．因．． ． ． ． ．は．． ” • .不.. . . . .明.. . . . . ）. . . . . . .の.. . . . .場.. . . . .合.. . . . . .の.. . . . 対.. . . . . .応.. . . . .不.. . . . . .良. . . . . . . ... ュ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 

次
④．．．．．．．舵．．．．＂故．．．．．．障．．．．．．．．．＂＂ 

ペ 取扱ミス

I 
．⑤．．．．．．．舵．．．．．．故．．．．．．．障．．．．．．．．．．．． -点検・整・・・・・・備・・・・・・・の・・・・・・不......良....................................................................................................... 

ン‘`~ その他
に ①水路状 橋脚高とマスト高、停泊船状況
続 事前調査不十分 況
＜ 3 

②．．．．▲●●●●●．自．．．．船．．．．．．．．．．．．． ._航海灯点..... 灯......忘.......れ.......................... -................................................... 

V 航行状態

船位不確認 ①船位 記入方法不適切

1 記入ミス

(452) 
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内容 例数 l% 摘要

＾ 
①相互 水先人・船長の船首見張り員報告無視

前 不尊重
ペ
I 共同職務遂行上

②..........連......携......不.......... "＂不＂＂．．．明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”..........."..............”"＂”"””.....”.......會...................................”......................

ミ／中 の問題
③. ...行.......指き.....届示.......間き......... 

の 12 
....詳......細......不明 ．．．．．..................................●．................................................................................ 

続

き 違い

V 操船技量未熟 なし

①強潮流

214 4 3 6 |i I ~. ! 434 9 9 9 

狭水道通航時や避航•投錨・着岸時の減速状態等

外力の影響
.②..... -強風........ ●●●●台●.....風.......時...,．．、．．．．．．低．．．．．．気．．．．．．．圧．．．．．．や．．．．．．前．．．．．．線．．．．．．．の．．．．．．通．．．．．．過．．．．．．．に今●●●~伴．．~．．．．．う．．．．．突．．．．．．風．．．．．．時．． ~... ~ .~ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

47 
③..........強......風......潮.......... ....注......意.......不......足......や......対.......応...... 技......量......難........................---・・・・・・； ................. 

④..........そ.......の.....他....．． .....津.....波.......余......波....... な......ど................................................................. _............................... 

片舷機のみの故障・不調を指摘したものが数例ある。

主機故障・不調 省略 造船所、メーカー責任としたものも見られるが、

主 7 その原因ついては殆どふれられていない。

機・ ①整備点

各1l i ! i ： ： 550 0 

主機、同ノズル、ガバナー、エアー圧等のほかは

リモ 機関取扱い不適切 検不良 一般

コン 2 
．②．．．．．．．．．取．．．．．．扱．．．．．．．い．．．．．．．．． ....機........関..... 関...... 係...... 者......,....（..特.......に..... 外........ 国...... 人......が.....多.......い......）......の--．．．．未．．．．．．習．．．．．．．熟．．．．．．な．．．．．．．ど．．．．．．．．．．．．．ー ・・●~ ー一．．．．． 

不調 不適切， 
リモコン不調 なし

機関その他

停電 停電 2 詳細不明

電・
発電 発電機等の不調 なし

機 2
① Radar 

3 3 2 j ; ; ' 3328 8 5 船体・艤装の不全
②..........A....R.."P●●●A ●●●●．一.....

省略

8 
③．．．．．．．．．．G．．．．y．．．r．．o ．．．．．．C ．．．．．．． 

ジャイロコンパス 10 幾つか突然の不調などが指摘されているほか不明

①調整不十 詳細不明

レーダー
. ②分..........目.....標.....映....... ら.... ~ （スコ~~ ~ ー~ル~~ ~ が原因の3例を~~'·· •含•~ ~む,..）" ~ ~ 

航海 41 ③ず・・・・・・・・・・故・・・・・--障............... 
計器

（老朽化） 詳細不明
59 

④..........そ.......の.....他......... . 

①設定不十

5 0 1 2 j ！ i l ! 610 2 3 3 

ARPA ②分...........捕.....捉......不.....能..... 
8 省略

③●●.．．．．．．．故．．．．．．障．．．．．．．．........ 

④......... .. そ......の......他......... 

航海計器その他 なし

自船のその他 3 大時化で、高波浪下の危険感等

(453) 
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表2-3-2.3 視界不良時の不可抗力その他の原因細目

内容 例数 l% 摘要
自他船同程度の ①視界状況

6 2 l ！ ！ l 725 5 

霧中の権利義務関係取り違えなど
航法不適切 .②.........考.そ....... 慮の．．他不．．．．．．足．．．．．．．．．．疇●●

8 
....双.......方......相......手..．．．の．．．．．．航．．．．．．．法．．．．．．措．．．．．．置．．．．．．勘．．．．．．．違．．．．．．い．．．．．．等．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．............ー・・-•-.．．．．．．．．．．．．．． 

①スコール等 レーダー映像難．②．．．．．．．．．．地．．．．．．理................~.... ●●●●外●●●●●●国.•.．．こ•_で..... 航.......路...... 標......識......等.......の..... 相....... 違...... な.......ど.... -............................................ 

水域の特殊事情 不案内水域
11 ・③・・・・・・・・・・船・・..・・舶・- .....急......霧......で....."各・・・・・船・・....パ.......ニ................................................ _..................—~ ~ •—•••••••••••••••••• 

ック
ふくそう域

.④..........そ......の....... 他.................. ....荒...... 天........、..-不可抗.. 力............................................................ _...................... 

その他・不明 14 総じて不詳

2. 4. 事例抄

操船者がどんなときに「ヒャリ」とし「ハット」し

たかについて、船舶運航の機微に触れやすいように

ヒューマンファクターに起因すると考えられる事例を

多数示す。

が記されていたが、うち内容の取り違えが少ないと思

われる100事例のみを表2-4-1に挙げた。分類区分欄に

おける各原因（頭記の数字は35区分の原因番号を指

す）ごとの事例数は、図らずも表2-2-1等にみられる原

因数にほぼ比例していて興味深い。概略内容欄は、回

答者の文章記述に一方の記号から読みとれる当時の環

境条件等を付加し、かつ当人の意とするところを損な

わないようできるだけ心がけた。

2. 4. l. 一次アンケートに示された代表的事例

「自由記述」、「その他の内容」記述中に約150事例

表2-4-1 一次アンケートの事例抄

分類区分 要点 概略内容
No 

l 狭水道で船舶交通が 3万トン未満の客船、日中lOKt弱の速力で狭水道を航行中に
他船の 輻轄するなか、 他船が無理な追越しをかけてきた。まさかそのような行為を

1 航法違反 他船の無理な追越し してくるとは予測していなかったうえに前路も塞がり気味
で、冷や汗ものだった。

3万トン以上の鉱石船、狭水道を水先案内中、相手船が追越
他船、エスコート船 しをかけてきたのでエスコート船を通して中止を要請した

2 II の要請を無視して が、その行為を止めなかった。当方、やむなく lOKt以下に減
追越し行為 速して相手船を前に通したが、かなりの時間にわたって低速

力による潮流等の影響を受けることになり、危険に満ちた操
船を強いられた。

3万トン未満のコンテナ船、狭水道を航行中、来航する他船
狭水道で、相手船は との遭遇時期を図って10Kt弱にするなど速力調整をして

3 II 第三船を追い越した いたのに、相手船は第三船を追い越しかつ本船前路に進出し
うえ、自船前路に進出 てきたため、来航船を含めて前路が急速に狭められて異常状

態を生じた。

相手船が自船を追い 3万トン以上のタンカー、シンガポール沖で本船を追い越し
越して目前で停止、 たバルカーが前路至近距離で停止、同船の意図を知りたいと

4 
” 減速中の自船は圧流 VHF呼出し・機関操作等するうち、低速力下圧流されて第三

される 船、浅瀬、ブイ等に異常接近してしまった。

巨大船タンカーの一航士、日中狭水道を航行中に豪雨となっ
スコールの狭水道で、 て視程が限られてきたので5Kt程度に減速していたが、左舷

5 II 突然、左舷側に 側至近距離に減速しているとは思えない他船が突然現れて
航行中の他船が出現 驚いた。咄暁にクラッシュアスターンをかけることができた

ので事故はまぬがれた。

3万トン以上のコンテナ船、夜明け時の狭視界時、前路に認
前路に停留中の小型 めていた小型船はまさか動き出すことはないと思いつつ、一

6 
" 船が至近距離で急発 定距離を置きながら航過しようと針路を定めて進行中、同小

進したあと、見えなく 型船が至近距離になった途端に急発進したうえ見えなくな
なる り、「やったか」とウイングに跳びだしてみたら直下にいた。

(454) 
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漁船が自船の避航
湾内航行中、針の路小を型変観え光て船避、前航路しの始行め動たが途は端っ會きりしない漁船
に対して 漁船もその方向

7 " 方向に針路変更 に針路を変えてきたので、一時どうなることかとヒャリし

た。

可航域が狭められた 3万トン以上のタンカー、港内の航路を航行していたとき、

航路内で、他船の曳航 曳航されていた牡蠣筏が前路に急接近してきた。機関を種々
8 II する牡蠣筏が急接近 に使用してしのいだが、可航域が限られたなかまさかのこと

で一時は気が動転した。

他船が、来島海峡を右 自船は数千トンのフェリーであるが、 20数Ktの高速力で来島， 
" 側航行と勘違いし、自 海峡の西水道を西航中、てっきり中水道に入るものと思って

船水路に向首進行 いた相手船が西水道に向首してきて、ピックリした。

警告信号を吹鳴し続 小型フェリー、夜間の港内で他船の航法に疑問を感じたので

10 ” けるも、相手船構わず 警告信号を吹鳴し続けたが、同船は気づいている筈なのに最

に避航動作をとらず 後まで避航動作をとらぬまま、幾度か危険な態勢になった。

3万トン以上の LNG船の三航士、夜間のこと、見張り員には

当直者 2人とも見張 操舵手を当て自らは他仕事に従事しながら沿岸を航行して
11 ” り不良も、他船も自船 いるとき、他船は本船に気づかないまま避航措置をとらずに

に気づかずに 接近していたようであるが、見張り員も他船を見落として報

避航動作をとらず 告が受けられず、気づいたときは事故寸前であった。

監督不行き届きと指示不足を反省。

霧中の狭水道で対水 3000トン未満のフェリー、明け方に霧中の狭水道を航行する

12 II 速力のない動力船の に当たり、対水速力がない信号を吹鳴しているにもかかわら

信号を吹鳴中、他船が ず、相手船は全速力で当方に接近し来たり、無難な関係にな

全速力接近 るまでヒヤヒヤしどうしだった。

狭水道で流し網に 3万トン未満のフェリー、狭水道で前路近くに流し網を認め、

13 ” 遭遇、全速力後進で
機関をの全間速隔力が後異進常ににか狭けまてりこ危れ険はな避状け態得とたなもっのたの。、後続の

後続船が接近 船々と

2 早朝の港内で、他船が 早暁の港内で、 3万トン以上のコンテナ船を水先案内中、他

14 他船の 不可解・突飛な行動を 船が全く不可解な航法で接近してきた。このような相手船と

航法不適切 とる 即時対話が容易に可能になればと思う。

逆潮 7ノット時、順流 夜間の関門航路において7Ktの潮流にさからい、 2万トン級在

15 ,, に乗っている他船が 来船を水先案内中、他船が急に圧流されて異常接近してき

圧流されて急接近 た。

灯火多い港口で他船 3万トン未満の在来船、港口付近を前路に多数の灯火を認め

16 ’’ が不可解な接近、船橋 ながらlOKt弱で航行中、他船は思いもかけない航法で接近し

執務中の3人共他船を ていたが、船橋で見張りに当たっていた航海士、操舵手を含

見落とす む3人共に同船に気づかず、事故寸前の状態に陥った。

相互の航法を同意済 2万トン級フェリー、港内航行中相手船と互いに左舷対左舷

17 II みに拘わらず、相手船 で航過する旨連絡し合っていたにもかかわらず、相手船が守

が異なる航法をとっ らず機関停止でかろうじて難を避けた。相手の勝手な行動と

て異常接近 はいえ、伝達の確認不十分を反省する。

狭水道で、相手船本船 3万トン以上のタンカーにおいて一航士で船長を補佐中、狭

18 II に気づかず接近、右転 水道を12Ktほどで航行していたとき、相手船が本船に気づか

避航の余域がなくて ない状態で接近してきたため、同船を避航しようとしたが右

転の余域も限られており、どうなることかと思った。

3 晴天の暗夜、前路に黒 小型フェリーの運航士であるが、晴天の暗夜に沿岸を約lOKt

19 他船の無・ っぽい小型船の船影 で航行中、正船首至近距離に黒っぽい小型船の船体を裸眼で

不法灯火． を認め 認め、咄嵯に舵を切ったので事故にまではならずに済んだ。

交通量過密な明石海 5000トン未満のフェリー、交通量過密な明石海峡航路を約

20 ” 峡で、前路近くに無灯 13Ktで航行中、意外にも無灯火船を前路至近距離に発見、避

火船を発見 航はできたが冷や汗をかいた。

狭水道において、レー 3万トン以上のバルク船ー航士、船長補佐として狭水道を夜

21 JI ダーに映っていない ，間航行中の当直交替時、レーダーでも発見できなかった無灯

無灯火小型船を前路 火の小型船が突然前路に認められ、これと至近距離でかわる

近くに視認 ことができた。

5 荒天下の係岸作業時、 2万トン級ギヤバルクのパルプ積船、スコール気味の荒天下

22 操船不適切 外力の影響を過小評 に係留作業の際、安全確保上の判断ミスがあって、船体風圧

（以下の不適 価して制御困難に陥 力がタグ・舵・バウスラスターの総合力をもってしても及ば
切を除く） り ず、他船にも異常接近して事故寸前だった。

(455) 
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避航義務の自船が、相 3万トン以上のコンテナ船ー航士、昼間の港域において本船

23 ” 手船首を無理に横切 が避航義務を負う立場にあったが、船長は無理に他船前路を

る動作を強行して 横切ろうとし、同船に異常接近することになった。

追越し動作の途時、変 3万トン以上のタンカー、狭水道を航行中、他船を変針点付

24 " 針点付近で被追越し 近で追い越す状況となって追尾中、同船の変針を期待してい

船の進路変更を期待 たがいつまでも変針しないので、両船間が著しく危険な状態

するも不能 になった。

相手船進路を考慮し、 8000トン級フェリーの一航士、沿岸域で相手船の進路を考え

25 II 早めに針路を変更し て早めの避航措置をとったまではよいが、暗礁・浅瀬に異常

た避航措置が裏目に 接近してしまった。

避航義務の自船、措置 3万トン以上のコンテナ船、夕刻の狭水道を水先人が操船中、

26 ” （減速）が遅れて、ち 避航義務の立場にある自船の措置（この場合は減速）が遅れ

ぐはぐの操船となる て、自船は制御困難になると共に他船に異常接近した。

相手船の動向に対す 3万トン以上のバルク船ー航士、昼間当直交替のため昇橋直

る船長の判断ミスと 後のこと、先行している小型内航フェリーの動向について船

27 ” 航海士の補佐不足 長の判断ミスがあり、一方当直の運航士も補佐が適切でな

く、同船と危険な関係を生じることとなった。

バルク船の当直二航士、沿岸域を航行中、進路について適切

船長、着予定時間に な助言をしたのに着時間にこだわった船長は助言を無視し

28 
＂ こだわって、 て短絡進路としたことから、浅瀬や暗礁の間を縫わざるをえ

進路選定ミス なくなってヒヤヒャの思いをし、結局は余分な時間もかかっ

て座礁しないだけよかった。

水先人が、船の性能等 3万トン以上のコンテナ船、昼間湾内を水先人に依頼して航

29 ” 勉強不足のまま案内 行中、性能・機能等を十分に心得ていない同人は、他船避航

し、不適切な操船方法 に当たって不合理な操船法を強いられ、最後は3Kt程度の速

に走って カのときようやく難を逃れることができた。

船長の時間に追われ 1万トン未満のフェリー船長、夜間に狭水道を航行中、当直

” る無理な追越し操船 航海士・操舵手共に適切な助言をしてくれたが、時間に追わ

30 れているという心情に負けて無理な追い越しを図った結果、

障害物にニアミスする羽目となった。

6 投錨時、後進行き足が 3万トン以上の鉱石船、瀬戸内海で投錨するに当たり、後進

31 速力過大 強すぎ 行き足が強すぎてケープルが走り、 9節でどうにか走出は止

まったものの、この間ヒヤヒャのしどおしだった。

強風中の投錨時、後進 3万トン未満のPCC船を沿岸域で投錨係止するに当たり、折か

32 99 行き足が強過ぎ機関 らの強風下後進行きあしが強大となって機関前進をかけた

前進に切り替えたが ものの、こんな時に限って機関操作の誤りまで加わり、前進

操作ミス に切り替わらないまま他船やブイに異常接近した。

7 霧中、船長によるレー 2万トン級フェリーの当直二等航海士、霧中の沿岸を航行時

33 レーダー・ ダー情報の取扱い（解 のこと、前もっての自分の進言不行き届きもあったが、昇橋

機器関係 析•利用）不十分 中の船長においてレーダー情報の解析が足りず、利用が十分

にできないまま他船に異常接近する結果を生んだ。

レーダー映像にない 3万トン以上のコンテナ船、夜間、風速15m以上の狭水道を

34 ” 小型ヨットの両舷灯 20Kt弱で航行中、レーダーに映像を認めなかった小型ヨット

を至近距離に初認す の両舷灯を前路至近距離に認め、咄嵯の判断で何とかかわす

ることになり ことはできたが、まさかのことで肝を冷やされた。

入航中の大型クレー 3万トン未満の自動車専用船、夜間に出航中のこと、入航し

8 ン船に気づき遅れ、航 てくる大型のクレーン船を発見したときは航路の屈曲部で、

35 見張り・気 路内狭い屈曲部で出 速力を落とそうにも舵効が悪くなってそれはできず、当方

づき遅れ 会う羽目に lOKt弱の速力をもって遭遇することになったが、同船とクリ

ヤーできるまで眼を覆いたい思いだった。

視界が狭められるな 約2万トンのフェリーで、狭視界の沿岸を15Kt弱で航行中、

II か、トロール漁船の 右舷に緑灯を見ただけで左舵をとったところ、その灯火はト

36 緑灯を右舷灯と即断、 ロールにより淮労に従事する漁船を示すもので、同船は左に

気づき遅れ 横切り中であったことから全く危ない関係にしてしまった。

薄明時、見張り集中力 3万トンを超えるコンテナ船の運航士、薄明の洋上を航行し

37 99 を欠いて白色船体の て当直中、他仕事に気を取られていたことにもよるが、白色

小型漁船に気づき遅 の船体をしている小型漁船の存在に気づくのが遅れ、ようや

れ くかわしえたときは3-4Ktの速力に落ちていた。

(456) 
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チャヽてー、 トワークをし 3万トン未満在来船の当直二航士、太洋航行時に見張りをお

38 ＂ てし 前路来航船に ろそかにしてチャートワーク中、前路に目をおいた途端に真

気づき遅れ 正面から接近中の反航船に気づき、慌てて舵と機関を併用し

ながら難を逃れたが、このとき船速は5Kt以下に落ちていた。

共同者の見張り員に 数千トンのフェリーー航士、夜間の沿岸を航行中、通常は見

39 ” 他仕事をさせる間に、 張り員に徹している操舵手に対して見張りとは無関係な仕

自らの見張り能力ま 事を頼んだところ、自らの見張りまでおろそかになって他船

で衰える を見落とし、異常接近の状況を造ってしまった。

共同者共に気が緩み、 3万トン未満の在来船、 20Kt近くで港域を航行中、相手船が

針路を急変して接近 針路を急変して接近するようになったことに共同者の航海

40 
＂ する相手船に 士、操舵手共に気づくのが遅れ、至近距離に迫った相手船を

気づき遅れ 認めて慌てて避航措置をとったが、折からの強風に圧流され

る条件まで重なってヒヤヒヤの連続だった。， 共同者とのおしゃべ 夜間の沿岸を三航士として当直中、共同者とおしゃべりして

41 見張り・気 りで見張りがおろそ いて、他船が予想外の動きに変わっていたことに気づかず、

を取られ等 かに 危険きわまりない避航方法をとらざるを得なくなった。

目視している船とは 約2万トンの在来船、夜間の港域でのこと、目視している相

42 ” 違った船をレーダー 手船の距離をレーダーで測ってまだ余裕があると思ってい

ターゲットとに たら、第三船と取り違えており、相手船と異常接近してしま

運航措置 った。

他船の動静を臆断、眼 約2万トンのフェリー、夜間にもや気味の沿岸を航行中、 10

43 ” を放している間に、他 海里先からプロット中の相手船はそのまま進行するものと

船は変針して急接近 ばかり思いこんでいたところ、いつの間にか変針しており、

していた 著しく接近する状況となった。

操舵室外来者の雰囲 3万トン未満のフェリーの当直三航士、沿岸航行時にこちら

44 ” 気に虜となり、 が避航義務を負う相手小型漁船を前路にしているとき、船橋

他事に没頭して に来訪者があって他事に頭が働くこととなり、見張り不十分

見張りを忘れる となって至近距離で遭遇した。

共同作業下の連携不 3万トン以上のタンカー船長、港の境界付近を航行中、自ら

良で、相手船抜きの は第三船の動静に気を取られるなか、頼みとしていた航海士

45 ” 第三船動向のみを からは相手船についての情報が得られず、同船に気づいたと

認識 きは指呼の間に迫っており、何とか避航対応はできたものの

次は浅瀬に異常接近してしまった。

構造物の陰で死角と 夜間に沿岸を航行中、見張りをおろそかにしていて、甲板構

46 ” なっている他船を 造物の死角になっていた他船を見落とし、同船と著しく接近

見落とす した。

3万トン未満の在来船、夜間狭水道を水先案内中、航海士は

” 言語問題もあって操 英語圏・操舵手はスペイン語圏出身というせいもあるのかも

47 舵号令とは反対の しれないが、意思伝達の不正確とその確認とが不足で、号令

舵が取られて とは反対の舵がとられ、その後船の動きの立て直しに大変な

思いをさせられた。

巨大船、狭水道で大か 3万トン以上の鉱石船を水先案内するに当たり、 10数Ktで狭

48 II じをとったときに思 水道を航行中、漁船避航のために急転舵したところ、回頭惰

わぬ大きな回頭惰力 力が予測を超えて大きく働き、反航船に異常接近した。

に見舞われ

港域は低速力航行を 20万トンタンカー、夜間の港域で早期に減速しながら進行

49 ” 強いられるのに、 中、風潮に乗っていたことから舵効が良くないやら他船の不

風潮に乗ったばかり 測の航行に出会うやらで悩まされ、ドキドキ・ヒャリの時間

に舵効不良 が続いた。

操舵手が舵故障に気 3万トン以上の鉱石船、夜間の狭水道を約15Ktで水先案内中

50 II づかないまま、 に舵故障を生じて針路保持ができないばかりか、未熟の操舵

操舵を続けていて 手は故障とは気づかないでおり、何とかその場はしのいだが

危ないところであった。

舵故障の際の緊急対 1万トン級のフェリー、早朝、入港しつつあったときに突然

51 JI 応まで不能で 舵が故障したが、故障はともかく在橋中の航海士、操舵手共

に応急措置がとれないことが分かってビックリした。

(457) 
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操舵装置の切替機構 大型バルク船の二航士、洋上を航行中に非当直ながら昇橋し

52 ,, が反復使用で若千の ていたとき、担当の自動操舵装置が不調となった。一瞬は修

狂いを生じて 理不能や長引くことに思いが及ぶのでヒャリとしたが、間も

なく 2日前の応急操舵操練実施時、切替機構に若干の狂いを

生じさせていることが分かった。

沿岸航行中ではある 3万トン未満のLNG船を水先案内し、 15Kt未満の速力で沿岸航

53 ” が、追従系統不良で、 行中、操舵装置追従系統の故障と思われるが、右舵がとられ

右舵がとられたまま I' たまま戻らない状態となった。

戻らなくて

当直者 2人の知らな I!約1万トンの在来船、夜間の沿岸を航行中に3航士の自分が操

54 ” い間に、自動操舵から 舵手の体に触れたのか、いつの間にか自動操舵から手動に切

手動に切り替わる り替わっていた。

狭水道で、手動から自 2万トン級在来船、日中狭水道を航行中に操舵手がオートパ

55 ＂ 動への切替え操作を イロットを手動から自動に切り換えるに当たって操作を誤

誤り、ミスにも気づき り、一時操舵不能に陥った。そのミスに気づくのも遅れたが

遅れる 事故にならないでよかった。

1 6 寒冷前線通過時を意 3000トン級フェリー、寒冷前線通過時刻をしっかりと頭に置

56 事前調査 に介せずに着岸操船 かないで着岸操船を実施したため、強風に見舞われて操船困

不十分 を行っていて 難になった。

17 頭の中の船位のみで、 3万トン級のコンテナ船、早暁の狭水道を約lOKtで航行中、

57 船位不確認 船位を確認しない 全く自身の船位判断ミスで暗礁・浅瀬に乗り揚げるところだ

まま航行していて った。

船位を憶測して進行 3万トン未満の在来船、入港に当たっての船位確認を怠った

58 II 中、導標を取り間違う ことから、入港針路上の道標を取り違えて暗礁・浅瀬に異常

接近した。

前直者の船位によっ 巨大船タンカーの二航士、夜間の狭水域で当直を引き継いだ

59 ＂ て進行中、レーダー観 が、前直者がレーダー調整不十分なまま船位を決定していた

測を誤った不良船位 ことが分かり急減速して座礁を免れた。

と気づく

1 8 強風下、水先人が下船 3万トン級のコンテナ船、強い追風に乗って出港中、水先人

60 共同職務遂 のために不適切な水 は下りやすい内水域で下船、ためにその間は舵効ままならな

行上の問題 面で減速して、圧流さ い低速力下、他船に異常接近するわ防波堤に近づくわで、数

れる キロ痩せる思いをした。

ARPA独占の船長が、不 1万トン級フェリーー航士、夜間の狭視界時に沿岸航行中、

61 " 確実な情報のみのな 他船の動作が不可解な時、 ARPAを独占する船長が「操船指揮

か、避航操船の号令 をする』旨の意思伝達もなく避航のための操船を行った。

水先人は勝手気まま 2万トン級自動車専用船、昼間濃霧の狭水道を7-8Ktで航行

62 ” に操船し、 中、水先人は船首見張り員の報告を軽視するし、船長は同人

船長は監督不十分 に任せっきりの監督不十分のありさま、危なく暗礁・浅瀬に

頓挫するところであった。

レーダー多人数使用 2万トン級コンテナ船を水先案内中、スコール気味の天候下

63 ＂ で、重要映像が見逃さ にレーダーをかわるがわるみるうち、他船映像を見失って結

れる 局ニアミス状態で航過することになった。

19 船長と気安く交替し、 2万トン級コンテナ船の運航士、狭水道航行中の船橋にたま

64 操船技量 技量未熟で周囲の情 たま昇橋したところ、船長からちょっとの間操船を依頼され

末熟 況に対応した運航に て引き受けたのが悪かった。どんどん航行船は増えるし、技

戸惑う 量未熟で生きた心地がしなかった。

65 20 港内を低速進行中、強 約2000トンの在来船、港内速力5Kt以下で航行中、強風に圧

圧流、走錨 風に圧流される 流されて操船の自由を失い、パニックの思いをした。

深喫水船、他船等を避 ：3万トン以上の深喫水鉱石船、港内の錨地付近で横切り船・

66 II けるなか低速力にな 操業漁船等の避航に手間取るうち、速力2Kt以下のなか潮流

り、強潮流に圧流さる に圧流されて浅所に乗り揚げる危険にさらされた。

接岸作業時、機関激使 5000トン未満のコンテナ船、船尾からの強潮流をおして接岸

67 II 用でエアーが切れ、使 作業をするに当たり、必然的に機関の使用が頻繁となってエ

用不能で強潮に圧流 アーが切れ、あと制御難に陥った。

狭視界の沿岸を航行 3万トン以上のタンカー、沿岸を航行中スコールとなり、狭

68 ,, 中、風圧流やARPA情報 視界のなか風圧流で落とされるやらARPA映像は失われるや

不良で、衝突の危険 ら、速力15Kt程度で他船と著しく接近することになった。
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共同者共に船位確認 3万トン未満の在来船、昼間の沿岸を航行中、共同者共に測
69 ” を怠って、強潮による 定船位に誤りがあることに気づかなかったが、強潮流にかな

圧流に気づかず り圧流されていて、浅瀬・険礁に乗揚げるところであった。

マイク故障で、風圧流 2万トン級のフェリー出港時に3航士として在橋中のこと、強
70 ” の情況につき前後部 風に圧流されていたが、マイク故障で前後部からの報告が得

部署配置者から報告 にくい状況下、岸壁に急接近することとなった。

が得られず

21 錨地進入中、 3万トン以上のコンテナ船、錨地に進入中に機関がかからな
71 主機故障・ 機関後進にかからず くなった。速力5Kt程度下とはいえ前路余席が限られたなか、

不調 風潮等外力の影響が少なかったことが幸いであった。

狭水道を20Ktで航行 8000トン級フェリー、狭水道を20数ktで航行中、減速に向け
72 ” 中、非常停止装置が働 ての操作中に回転が急上昇し、非常停止装置が働いて機関停

いてエンジン停止 止。

港内進行中、エンジン 1万トン未満のPCC船を港内で水先案内中、エンジンガバナー
73 ” ガバナーの不整備で の不整備で主機が使用不能になり、突然のことで他船・ブイ

主機が使用不能に に異常接近した。

夜間に港外錨地に向 バルク巨大船、夜間の港外にやっとたどり着き投錨しようと
74 ” け進行中、機関かから したときに機関がかからず、航行可能水域があったからよか

ずに約 1.5海里逸走 ったものの、 I.5海里航走の後機関が修復した。

港域で停泊船等の間 3万トン未満のタンカー、昼間港域の錨泊船を縫って進行中、
75 ” を縫航中、転舵・変針 変針・転舵しようとしたときに主機が故障した。

の好機に主機故障

22 主機シリンダーカバ 5000トン未満のコンテナ船、昼間IOKt程度で狭水道を航行
76 機関取扱い ーからの燃料漏れ 時、機関長の点検不十分で、主機シリンダーから燃料が漏油

不適切 事実が判明して していることが分かり、停止せざるを得なかった。

来島航路内で、エンジ 3万トン以上のタンカー、昼間来島海峡航路を15Kt以下で航
77 ” ンブロワーの取扱い 行中、エンジンブロワーの取扱いミスで機関が停止し、使用

ミスにより主機停止 不能になった。

23 港内に進行中、主機リ 1000トン未満のフェリー、天気も上々の日中に入港しつつあ
78 リモコン不 モコンが故障、 5Ktの ったとき、突然主機リモコンが故障して5Kt程度の速力を止

調 行き足を止められず めることもできないのには慌てた。

リモコン機器のピン 1000トン未満の旅客船、沿岸航行から港も近くなって、減速

79 ” 脱落、後進のまま すべくリモコン操作で機関を後進にかけたあと、ストップし

ようとしたところツマミが動かず、後進のままとなった。

24 強風浪下、 J・フォイ ジェットフォイル船、強風浪下に30Kt以上で沿岸を航行中、

80 主機・リモ ル船の自動姿勢制御 自動制御装置が故障して操縦の自由が失われた。船長の監督

コンその他 装置故障、操縦困難に 不十分もあるが、部下整備員の職務憬怠による。

25 夜間の狭水道で、フィ 3万トン以上のタンカー、夜間の狭水道を約lOKtで航行中、

81 停電 リピン船員の発電機 フィリピン機関員の取扱いミスで約 2分間の停電、たまたま

取扱いミスで停電 舵中央の時だったので助かった。

26 狭水道、停電で 3万トン以上のLPG船、スコールで視界が狭められた狭水道で

82 発電機等 機器機能回復遅延 停電、短時間で修復したものの機器機能の回復には手間取

り、 5KT程度に減速して急場をしのいだ。

27 視界不良のマラッカ
3ー万ルトのンた以め上視の界タ不ン良カのーなでかマ落ラ雷ッまカで海あ峡り航、行レ中ーのダこーとが、スコ

83 船体・艤装 海峡航行中、落雷でレ 2基共

の不全 ーダー (2基とも） 使用不能になって速力をlOKt以下としたものの、他船が多い

故障 時ヒヤヒヤの航海を強いられた。

28 霧中、レーダー不装備 船長、機関長ほかー名乗り組み、しかもレーダー不装備の小

84 Gyro の小型船、コンパス取 型船、港内航行中霧がかかって部下はコンバス取扱いを間違

コンバス 扱いをミス う始末で、お先真っ暗になった。

29 沿岸で急降雪、視界不 3万トン級コンテナ船の一航士、沿岸を約20Ktで航行中に視

85 レーダー 良の10分間レーダー 程100mほどの豪雪が急襲来し、その10分間レーダー映像での

捕捉不能 他船捕捉ができなかった。

30 視界不良の狭水道航 5万トン級タンカー、狭視界の狭水道を航行中、水先人がARPA

86 ARPA 行時、共同者水先人の の設定を誤り、事もあろうに目的港でない航路に向けて逸路

ARPA設定ミスで逸路 し、他船等に異常接近してしまった。
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視界が狭少の狭水道 3万トン以上のタンカー、スコールで視界が狭められるなか

87 ,, で、技量未熟の当直者 狭水道を航行するに当たり、当直者が未熟でARPAの設定を誤

がARPA上の横切り船 って横切り相手船を見落としてしまい、他船の方で避航して

を見失う 事なきを得た。

31 船舶輻轄の狭水道で、 3万トン以上のバルク船、狭水道を航行中にスコールとなり、

88 自船・その 特殊状況に気が動転 船舶が輻轄するなかARPA情報は得られず、部下の報告が交錯

他 して船位が大きく逸 する状況下、気が動転してしまって船位が大きく逸路してい

脱 ることに気づかなかった。

33 自船の避航動作が遅 平水区域航行の小型客船、当方で遅ればせながら急拠避航動

89 自•他船同 れるなか、他船も警告 作をとろうとするとき、相手船が警告信号を吹鳴しないまま

程度の航法 信号を鳴らすことな 左転して、危険な状態を招来した。

不遮切 く左転

狭視界の狭水道で、左 3万トン以上のタンカー、視界が狭められた狭水道を航行中、

90 II 前路の他船が漁船避 予想外にも左舷船首を同航する他船が漁船を避けて急に右

航のために急右転 転し、前路を塞ぐ態勢になった。

夜間の沿岸、他船を避 8000トン級フェリーの当直二等航海士、夜間沿岸を航行中、

91 " 航の直後、気づかなか 他船を避航し終わってホッとしたのもつかの間、第三船との

った第三船が横切り 横切り関係に変わり、双方の見張り不十分で、危険状態とな

態勢 った。

濃霧の狭水道、自•他 小型フェリー、暗夜濃霧の狭水道において、自他船共に相手

92 fl 船共相互に相手の 船の動向予測を誤り、異常接近することになった。

動向予測を誤る

他船を追越し直後に、 霧中の伊予灘航路で、 3万トン未満のバルク船を水先案内し、

93 II 横切り第三船と 他船を追い越し終わった途端に横切り第三船と遭遇、双方が

著しく接近 クラッシュアスターンで難を逃れた。

霧中の狭水道、相手船 3000トン級フェリー、霧中の狭水道をIOKt以下で航行すると

94 " が避航動作中の自船 き、先に避航動作を取り始めた本船に対して、保持義務の相

を避航しようとする 手船まで避航動作をとったため著しく危険な態勢を生じた。

大洋上で、スコール気 3万トン以上のタンカー、太洋を航行中にスコールとなり

95 II 味の狭視界中、自他共 lOKtそこそこに減速していたが、自船は部下の他船発見・報

に見張り不十分で異 告遅れが重なり他船は本船に気づいた様子もなく進行し、異

常接近 常接近した。

相互の航法について 水先人が乗り組む大型船同士、接近時はどこでも互いの行動

96 " 連絡し得ないまま、右 計画を連絡しあうが、このときの狭水道では相手水先人が

対右で航過 I早々に下船したため、 2船間のその後の航法が曖昧になり、

結局は危険感一杯のまま右対右で航過した。

34 夜間の狭水道、急に視 1万トン弱フェリー、夜間の狭水道を航行中に突然視界不良

97 水域の 界不良となり、同航各 に陥ったため、居合わせた各船ともパニック状態を来たし、

特殊事情 船がパニック状態 他船当面の行動が予測できずに当惑の一時であった。

背景光中に、停泊船灯 小型フェリー、日没後港内を航行中、進行方向前路に目視で

98 99 が埋没して視認困難 きていた停泊他船の灯火が背景光中に埋もれて見えなくな

ってしまった。

小型タンカー、停泊中 1000トン未満のタンカー、港内停泊中に津波に遭い、他船も

99 ” 津波に遭遇、港内で3 多く存在する中lOKt以上と思われる速力で 3回転させられ

回転 た。

35 共同作業者不注意で、 小型の高速客船、離岸直後にその場回頭中のとき、居合わせ

100 その他 ロープに足を払われ た作業員の不注意により甲板員がロープに足を払われて海

・不明 た甲板員が海中転落 中転落した。

以上の内容中に、例えば下級者の上長批判や船長と

水先人との間の不協和記述等がみられ、これらが日常

茶飯事の出来事ともとられることを危惧するが、異国

人間の意思疎通難も含まれており「このようなことも

ある」程度に受け止めていただきたい。

環として当研究所が実施したもので、本旨等は後記す

るとして副題の事例も付記していただいたので、ここ

に示す。分類区分欄における原因の頭記数字は、2.4.1.

と同様原因番号である。

2.4.2． 二次アンケート等に示された代表的事例

二次アンケートは、ヒューマンファクターを探る一
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1 自船の思
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法

35 
2 不可抗力
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常変化

及び
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用心

5 
3 自船の航
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共同職務

遂行上の
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9, 8 
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表2-4-2 二次アンケート及び鹿島港の事例抄

要点 概略内容

先日、大型LNG船を着岸させるべく水先人として需導して
他船平素の態様 いた際、普段はバース警戒船で遊七しているタグボートが乗組員睡

から今次も同態 眠中なのか錨をいれての無人状態、本船は潮流によりそのタグボー

様と思い込んで トに近付き危険になった()

接近したところ これは、主水先人の私がそのタグボートが航走中で近寄れば動い

錨泊中で、これ てくれると思いこんでいたことが主原因で、副水先人及び本船の乗

に圧流されてニ 組員も全て同じように判断しており、汽笛での注意もしていたもの

アミス。 の、間近になって初めて船首のかげに錨鎖が見えて驚いた次第。幸

い、ニアミスで航過できたが衝突していれば大変だった。漁船でも

ときに似たようなケースがある。

10万トンLNG船(L=290m、d=U.5m)に乗船時風力10~llmls、
思いもかけぬ 風向バース真横、押しつけの方向。風力の制限事項目は12m/s、

春の卓越風に遭 3, 100-3, 600馬力の曳船4隻で操船、バースに平行200mとし接岸中、

い、曳船も使用 春の風が変化、風力強大となり最大18m/sに達した（後からの三航士

不能のなか圧流 の報告）。船体が圧流され、接近スピード20-30cm/sとなり、制御す
される。偶然と るTUGBOATは波浪の為、そのPOWERをFULLに発揮できなくなった。特

も言える備えの に船首方向は特殊地形の為、風速が影響し、圧流が早かった。

スラスターを用 幸い本船が同種船より高馬力の 2,OOOH Pスラスターを装備して

いて難を逃れ いたので、スラスターの補助を得てやっと圧流を押さえる事が出来
る。 た。強烈な突風は約20分位であったが…。 15年間で初めて (LNG船

として）のヒャリ経験であった。

浦賀水道No.6ブイに向けて南下中、当直航海士が汽笛を吹鳴した

東京湾南下中、 ので、甲板上に出てみると、木更津から出港してきた 2万トンクラ

横切り相手船に スの貨物船が横切り状態で至近に接近していた。航海船橋にかけあ

対する当直航海 がると、当直航海士は、当該船と VHFで連絡を取り合っていたが、

士の減速対応措 速力を減ずる努力をしていない。

置の遅れで至近 自らの手でエンジンテレグラフをDoubleFull Asternに引くととも

距離で遭遇。 に制御室へ電話を入れた。本船の行脚が停止した時、当該船との距

離は200mほどであった。当直航海士がテレグラフを操作すること

に、かなりの抵抗があることを改めて認識した。

視程 6浬以上、晴、風力 4、日出直後、 14,000G/T、15ノット、

船体構造・設備 デリック・マスト、クレーン、アウトリガー等交錯した視界不良の

上見張り視野が 貨物船を需導中、多数の漁船群を注意深く避航するため船橋内で左

狭められるな 右に常に移動していた。概ね漁船群をクリアーした頃船長も一安心

か、移動してこ したのか小生のそばに来て話し掛けてきたため、船橋内での移動が

れを補うとこ 止まって間もなく、正船首直前に白波と日出直後の光線で極めて見

ろ、船長の話し 分けにくい一隻の漁船を見つけ危機一髪、難を避けた一例が深く記

かけに見張りが 憶に残っている。

お留守となって 海上の状態、本船の状況等を考え極度の注意力と緊張感をもって

小型漁船の発見 就業中、どうやら前方視界がクリアーになり、船長の話し掛けとい

が遅れる。 う別の刺激を受け、それまでの緊張は弛緩し、新しい刺激の方へ緊

張が移行した一例といえるのではないだろうか。

(461) 
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， マラッカ海峡で 三航時13,000G.T．空船タンカー、マラッカ海峡でペナンから本船航

5 思い込み 本船前路向首の 路に出る横切船の赤灯を同航船と誤認し、気付いた時は左舷後方に

誤認の見 横切船赤灯を 他船、右舷にはバージ曳航のタグあり、相手船の船尾に向首しなが

張不十分 同航船と誤認。 ら難を避けた。主機はタービンで速度調整は間に合わなかった。

二航時25,000G.T．空船タンカーでインド西岸の漁船群を航過した

8 油断してチャー あと前方を確かめ、海図の補正にかかった。しばらくしてQ/Mが船

6 気づき遅 トワークの間に 橋上甲板から駆け下り無言のまま左舵一杯をとった。

れの見張 、前路に小型漁 船首部では塗装中の甲板員が右舷船首部をのぞいていた。少し回

り不十分 船が接近、キッ 頭したのをみて、すぐを右舵一杯を令した。

クで逃れる。 プリッジ横20mぐらいのところを一隻の漁船が通過した。キック

で辛うじて難を避けることができた。

ー航士時、 14,000G.T．の石炭専用空船で濃霧中のカナダ・ジュア

5 濃霧のジュアン ンデフカ海峡に入った。レーダーには弱い斑点が多数あり、昇橋し

7 自船の航 デフカ海峡で、 た船長に「漁船のようです」と報告した。船長はノイズだよとその

法不適切 楽観的に構えて まま走った。しばらくして前方から強力な探照灯で照らされたとき

18 直接指揮を執ら 減速して避航した。何回か変針・避航するうち、前方直近に左を向

共同職務 ない船長を側に いた貨物船が浮かんだ。

遂行上の してヒヤヒヤし 報告の暇もなく右舵一杯を令し、 fullasternとして短音三回を鳴

問題 通しの避航劇。 らした。相手船は急に回転を上げ (Eng音聴取）急前進して本船の

左舷に出たため難を逃れた。船長はレーダー看視に当たっていた。

20 船渠長、強風下 強風 (14-15mis)下20,000G.T．の入渠船をパイロットが誘導

8 外力の影 の圧流に対し、 しドック前まで接近した。当方が昇橋するまでに圧流されたうえ接

響 水先人の操船に 岸船に4~5mまで急接近、パイロットと交代もせず自己の曳船に令

頼らず無事入渠 して接触を避けた（それまでパイロット対処せず）。

20 常法では通用せ 8,00IOトン強の船、水深約 40mの錨地に1.5節 walkbackして投錨， 外力の影 ず、深水域と潮 したが思わぬ逆流があって錨鎖が走出、 windlassのbrakeが効かず、

響と 5 流の影響で、投 船尾方向の停泊船にみるみる接近、 ah1deng．として錨鎖を急速に巻

操船不適 下錨鎖が急走出 き上げて事なきを得た。

16 瀬戸内海で、変 約3,1000トンの船、瀬戸内海を航路に沿って航行中、中央ブイの番

10 事前調査 針予定地点のプ 号を一個誤って記憶していて、変針予定プイの直前でそのことに気

不十分等 イを思い違い がつき直ちに変針して事なきを得た。

5 濃霧ではないが 約6r000トンの船、豊後水道を北上中、 3.5マイルほど前方の fog

操船不適 、自己の変針都 bankから反航船が出てくるのを視認、相手船は船首よりやや右側

切 合を優先させ、 であり、距離もある上、本船はこの先で左に変針をする必要がある

11 及び 霧中航法の原則 ことから右舷対右舷でかわすべく左転したところ、相手船は右転し

32 に反して左転し て行き脚を止めた。本船はそのまま左転を続けて事なきを得た。

その他 て、相手船臨機 本船は前記の事情があったとは言え、霧中航法の原則に反して左

の措置に助けら 転したこと、相手船に迷惑を掛けたこと、そしてその船がSIBeng. 

れる としていたことからその船のgoodseamanshipに感銘したことを現

役引退後の今も鮮やかに記憶している。

20 やや狭監な係岸 8,000トン強の船、奥に詰まったポンドに入り、その場回頭で、出

外力の影 水域に曳船2隻 船右舷付けで係留すべく、船尾と左船首にtugをとって、超低速で防

12 響 を用い進入中、 波堤口に進入中、左からの思わぬ潮流を受けて右側の防波堤に圧流、

5 横からの思わぬ 左に転舵するとともに左舷のtugを9時の方向に曳かせたが曳索が

操船不適 強潮流に圧流さ 切断．，操舵と多少の増速、そして曳索の取り直しで事なきを得た。

切 れる しかしこの思わぬ蹟きで計画の着岸操船は目茶苦茶になり、前記

通り係留するのにどんな苦労を強いられたかご想像にお任せする。
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ホンコン出航時 約5,000GTの東アフリカ定期航路の貨物船船長として、 4月最初

34 、水先人下船と の寄港地ホンコン出帆時、ライオンゲイト通過パイロット下船と同

水域の特 同時に濃霧襲来 時に濃霧が来襲し視程 20-30mとなった。 狭い海域で錨泊も出来
13 殊事情 。次寄港地着時 ず、立錨として、船首要員配置のまま暫く濃霧の流れ去るのを待つ。

限に追われてい 次港シンガポールの入港時限もあり、数マイル行けば外海に出る

5 たこともあり、 ので、少しでも視程が良くなればスロー・ストップ・スローで走る

操船不適 やや霧が薄くな 旨オーダーし待っこと 20分、濃霧が息をし出して淡くなった時「今

切 ったころを見計 だ」と判断、前進開始。霧笛、船首見張りと報告、機関発停の更な

らって増速した る迅速化などなど 120％の注意力集中で濃霧海域脱出を試みたとた

途端、他船と異 ん、船首ー航士より「左 45゚ 前方 50m動カハシケらしきもの接近

常接近。 危い！ ！」との連絡、直ちに「クラッシュ、アスターン！」。

天佑や乗組員全 船橋から視認出来た時、正横約10mを後進で離れつつある黒い物

員の協力で切り 体約500トンのハシケがあった。乗組員全員の協力体制、注意力の集

抜ける。 中、外地における気象予測の困難性など経験し、又その上での天佑

があって事故回避が出来たものと確信している。

夜間、南シナ海 二航士時、午前 3時頃、南支那海を日本に向け航行中。本船の左

l, 3 で時々消灯の漁 舷25度位に小型漁船が同方向に航行中であった。視界はそんなに

14 他船の航 船の追い越しに 悪くなかったが、当漁船の船尾灯は非常に見えにくく、付いたり、

法違反と かかったとき、 消えたりの状況。当漁船の動向はかなり前から把握しており、充分

違法灯火 前路に急進出。 かわして追い越せると考えていた。

備えもあって臨 操舵手に自動から手動に切り換えさせ、追い越しにかかろうとし

機の措置で危険 た時、当漁船が急に右方向に転舵し本船に近づいた。本船はすぐさ

を回避。 ま右舵一杯を切って、その場で一周して事無きを得た。

五大湖航路を航 約8,000GTニューヨーク五大湖定期航路、 10月日本発本年の最

行中、レーダー 終定期船、セントローレンスシーウェイ、モントリオールからシカ

27 スキャナーの前 ゴ間の 15のロックを順次通過して湖に入る。冬期凍結とレーバー

船体・艤 面に雪氷が凍結 不足のため冬将軍の来襲時期をにらみながらの航行となる。気象状
15 装の不全 して著しい感度 態と船舶動静でパイロットも乗船しない（払ていして）。

不良となって航 乗組員には過酷な労働条件下、高度の精神的肉体的技能が要求さ

行に難儀する。 れ、かつ注意力、集中力は勿論、協調性、目的に向かっての完逐精

他航行船同様 神が重要である。レーダーは 1}基それもスキャナーは、レーダーマ

に適切な設備さ ストの頂にあって回転すれども（電波は発進している）スクリーン

えあったらと悔 に映らない。雪がスキャナー前面に厚く凍結し感度不良となってい

やまれた。 ることが原因であろうと、部員に命じてレーダーマストに登らせ、

バケツ湯をもって前面の雪を除去させたところO.Kとなり、そのレ

ーダーを駆使してシカゴまでたどり着いた。

寒冷地航行船舶のレーダースキャナー位置を見ると皆、そこには

かかる作業が容易な設備が設置されているのに気がついた。

①ベイブリッジの直下で右転した舵が戻らなくなった。

②長雨の影響か川崎沖のタンカーシーバースで VLCC操船中、潮

16 その他 （短文の 時とバース側の計測潮流予報にもなかった予想外の落潮流に驚か

各事例） されることとなった。

③袖ヶ浦（千葉） LNG船着岸業務中、予報をはるかに上回る流れ

と強風によったものか，，急激に桟橋に寄せられることとなり、直前

で着桟を取り止めて港外に投錨した。

④他船の不当航法や遅すぎる避航措置に悩まされることは多い。

⑤傍見事例としては、右転しつつ左転の針路信号を発したり、右

舵号令に対して左転舵したものもある。

⑥投錨不可能の海域でのプラッアウト、投錨予定地点で両舷錨とも

投下不能、主機・操舵機の故障等も経験した。
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下記は、鹿島水先区水先人会の好意提供による事例の一部である

超大型船を反対 岸壁に吹き寄せる NNE6m/sの風のなか、入り船左舷付けの、

2 舷付けにシフト 全長約 260m、約 53,000GTを出船右舷付けに変えるための離岸

他船の航 操船中、最悪の 操船中、船首尾に各1隻配した曳船も使用して漸く岸壁と約60mの
17 法不適切 態勢のときに中 距離をおいて垂直に向首する態勢となり若千の後進ゆきあしをもっ

型外船が船尾に とき、 4,000トン級のバース信号を掲げていない外船が予定着岸壁を

向首接近し来た 間違えているのか本船船尾に向首進行してきた。

り、なかなか針 短音3回に続いて警告信号を吹鳴したが、同船は接近するばかり

路変更せず。 で、やむなく機関を前進にかけて船の動きを止めたころ、外船は船

尾約35mのところを航過することとなった。外船の不当航法である

が、 VHFによる早めの対警告必要性も反省材料である。

先行入港船が、 2,7100 GTの本船、最狭可航幅 200m余の水路奥にある予定着岸壁

18 直前照会した同 G岸に向かい進行中も先行する約700トンの外船があり、念のために

伝達情報 船バースよりも 代理店経由で同船のバースを尋ねたところ、本船隣のHと分かって
18 の不正確 はるか手前のバ 船間距離約800m，速力6.5Ktで後続した。ところが外船は、予定岸壁

ースに着岸する の手前約500mのところを急減速しながら急右転をし始めて、最狭幅

態勢を採った。 部のA岸に出船係岸する態勢をとることとなった。

さらに前方水路には小型出航船3隻が相次いで近づいており、ため

に本船は既に前・後部に係止していたTugの力と機関後進力とで急停

止を試みた結果、外船まで400mの地点で同船の着岸を待った。

21 機関の調子に不 リベリア船籍の32,000トン、出航前の機関トライ時からおかしか

主機不調 安はあったが、 ったが、船・機長OKで離岸したあと曳船2隻及び機関後進で引き出
19 18 離岸後に現実化 し操船中、行き足を止めるために機関を前進に令したところかから

共同職務 。しかし次善策 ず、この場は曳船で停止させたものの、このまま引き出し出航は不

遂行上の も最高には機能 能で善処策指示を代理店、保安部に求めるも返得られず。船・機長

問題 しなかった。 だんまりのなかやむなく曳船を追加したうえ、遂に航路筋に錨投下

、離岸の約4時間後に漸く再着岸壁が決定して落ち着いた。

比較的に速力強 51,000GTのナフサ、 LPG積載のデンマーク船、曳船2隻を付けて

20 21 いときに危険物 入港操船中、速力 5-5.5Ktのときに機関故障。あと曳船で行き足

主機故障 運搬船の機関が 減殺ができたが、積荷が積荷だけに肝を冷やした。

損傷。 不必要な進行速力、曳船の質・数に反省した1件だった。
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3. 操船者のヒュ ア

海難事故の人為要因は、内・外国とも同じような原

因事例の繰り返しという事実が指摘されている。そし

て、稀にではあるが同一人による同じ原因事例の報告

すら聞かれる。

これらを受けて、近時はヒューマンファクター（以

下、単にファクターという。）に焦点を当てた事故防止

の重要性が指摘され、そうした検討が実施されるよう

になってきた。

では、ファクターとぱいかなるものであろうかとい

うことになると、抽象的・一般的な定義用語類に接す

ることはあっても、例えば、 トラック運転者であれば

運転する機材（クレーン等）・車種等に、工場労働者

であれば職種等に差異があるので、誰にでも共通する

的確かつ十分な定義に接するのは難しいようである。

一方、船舶運航者だけに限ってみた場合でも、生まれ・

生い立ちの違いに始まり現に従事する職種等（船種、

船型、航路等）の異なりがあって、個々人にまで視点

を及ぼしてファクターを総括、表現することは至難な

ことである。

それ故、各船舶運航者が事故に陥りやすいファク

ターの何かを共有するとなれば、それを見出す欲望に

つながるが、これについてヒャリハット事例内容を見

るとき概ね知識・技能、注意配分及びチームワークの

各面からのアプローチでどうかとの考えに立ち、参考

表を作成してみた。

（詳細は平成11年度（第73回）当所研究発表会講演

参考表

集 (p198"-'p203) を参照）

参考表の原因振り分けは厳密なものではないので誤

差を承知するが、 XとY欄をみるとき、やはり一定の知

識・技能を備えたうえでの注意力が高い度合いで要求

されること、及び注意力と知識・技能の間では前者の

方がかなりの重みをもって存在することが分かった。

これにより今回は、補足と少しの検証とを加え、海

難防止に向けての一考察に歩を進めてみた。なお、こ

こでいう注意力や知識・技能は乗組む船舶の大きさや

就航路に応じた、つまり所有海技資格に相応する一般

的なそれであることは当然である。

3. l. 文献にみられる「注意力」関連記事と船舶運

航者行動態様の一端

船舶の運航わけても操船という行為をファクター捕

捉の見地で考えるとき、知識・技能面及び「その他」

の面は後にみるとして問題は我々の専門外でもある心

理的要素を含む注意力ということになる。ただ、司法、

行政法上で運航過失を問われるとき、‘‘注意義務違反”

が指摘されるわけで、これの素性検討は避けて通れな

く、今後専門家による矯正を期待しながら大胆に踏み

込んでみた次第である。一部文献にみられる「注意」

に関する記述抄と事例における代表的記載事項を表3-

1-1に対照させてみた。

人の心理的要素を行為の分野で一定枠内に律するの

は困難事であるけれども、文献及びアンケート回答記

事の簡略化と簡単な対照を行ってみたものである。

注目したいのは、文献A、B、C欄記述のように人の

優れた注意力は、一方の見方からすれば多かれ少なか

れ負の作用をもたらしかねないことである。

X Y%  z 
項目 原因 （頭部裸数字は表ー1の原因再分類記号を示す。 合計 1,129= ％ 

字句頭の数字は原因番号である） 事例数 100 
％ 

A;注意力（これを ① 8見張り上の気づき遅れ， 90 
もって 80％以上は補え ② 9見張り上の気をとられ等， 248 22 (22+ 

るとみられるもの） ③ 10見張り死角不補，④ 13操舵．号令ミス 68) 

B ；知識オ支能（こ ① 11見張り技量未熟， 71 

れを充実させることに ② 16事前調査不十分， 31 3 (3+ 

より、 80％以上は補え ③ 19操舵技量未熟 68) 

るとみられるもの）

A,B ;注意力＋ ① 5操船不適切，② 7レーダー機器取扱い，③ 14舵効不良，

知識・技能（これら
④ 15操舵装置誤操作・不調，⑤ 17船位不確認， 772 68 68 
⑥ 18共同職務遂行問題⑦ 20外力による圧流、走錨，

2つをもってカバーす ⑧ 21主機故障・不調，⑨ 22機関取扱い不適切，
べきとみられるもの） ⑩ 23リモコン不調，⑪ 28~31他の航海計器故障・不調

c ；その他（突発的、 ① 12スコール状況下の見張り困難等

不可抗力的事情の介在 ② 24主機・リモコン等不調のうち詳細不明のもの 78 7 7 

ほか不明のもの） ③ 25,26 停電•発電機不調，④ 27 船体・艤装の不全
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表3-1-1 一部文献上の「注意」関連記事と対照させた運航態様

注意力 文献記述の大要 同左•••B 同左…C アンケート 同左にみる

…A （注意の4側面） （前頭葉の働き） 記述の概要 要素的態様

①生まれつき持って ①時と所の現 ①速断して見

いるものと、現舞台 創造性、主体性 条件に合わせ 誤る

（環境等）とがマッチ 好奇心 きれなかった ②外力による

関連性 しないことがある
断続性

②他船、他物 圧流

②形状・色・変化に の形状・色・変 ③誤認
非独立性）

左右されやすい（但 注意の集中 化に迷わされ ④見落とす

し、経験・訓練・心構 度を高めるほ た

え等で対応しうる） ど持続性は短

①一定水準を保持で くなり、 1~2 ①先には注意 ①気をとられ

きず、変動する 分位しか続か が届いていた て気づかず

②緊張と弛緩の波動 ない。一息入れ のに、届かなく ②気づき遅れ

上にある て集中するこ なっていた （うっかりミ

変動性
③疲労は注意力の範 とを繰り返す ②疲れていて ス、報告ミス）

囲を狭めたり、記憶力 ように断続的 、気づかなかっ ③レーダー等

を減退させたりする で、その隙間に た、意識が薄れ 機器の操作ミ
見逃しの危険 予測性；

ていた ス
も忍び寄るこ 物事を判断し

④誤認
とになる 、行動を決定す

⑤見落とす

①瞬間ではただ一 10億ビット
るときに働く。

①どうしたの ①気づき遅れ
選択性と指向

個の対象しか捉えて ／秒にのぼる
性（方向性）を

か他の船や他 （他仕事中、会

いない 膨大な情報の 著しく高める
物は目に止ま 話中）

②単調状態時は、動 中から、必要情
①外界におけ

らなかった ②気づき遅れ

選択性
作・行動が慣習、自動 報のみ取り出

る膨大な情報
②慣れやマン （うっかりミ

化しがち す。実際は、不
の中から、特定

ネリ化で、ほか ス、報告ミス）

③感情的興奮時は低 必要情報は感
の情報を選び

には気がまわ ③漫然として

下する 覚中枢の手前
出す指南力と

らなかった 気づかず

で閉め出し、抑
して働く

③感情的興奮 ④共同作業一

制する （以下、方向性
気味もあり、分 相互連携不全

の欄を参照）
からなかった

①目に入りながら見 集中性 ①他船、他物 ①思い込み達

ていないなど無意識 注意は幾つか は目にしてい い

的反転を伴う の事柄に配分 たが、それ以上 ②他事を考え

②頭中のものがある することはで のことは無意 ていて見誤る

と、他のものまで同化 きても、集中す 識だった ③気づき遅れ

させがち ることも必要 ②思い込んで （他仕事中、会

反転性
③怒ったりすると見 になる。集中し いたので判断 話中）

間違ったり、低下する たとき、焦点に を誤った ④共同作業—
あるものはよ 予測性； ③興奮して何 相互不尊重

く見えたり、分 ①危険が予測 がなんだか分 ⑤操舵号令魯

析力は高まる されれば大脳 からなかった ミス

が視野が狭く に警戒信号を
なって見落と 送って全身の
す危険も多く 緊張を高める
なる。 ので、行動の安

①一定方向には強い 指向性 全化の意味で ①他船、又は ①レーダー等

が、他方向のものは拾 常に一歩先を 重要な機能で 他物方向には 機器の準備・使

わないなど弱い反面 見越して注意 ある 目が回らなか 用まで頭が回

がある を向ける。予測 ②明るい面の った らず

方向性
②時間、空間要素の が先行するか 予測は、人に苦 ②漫然として ②舵故障•取

不限定は質を弱める ら、注意は効率 痛を耐えさせ、 いて、焦点が定 扱い

③驚き、慌ては定方 よく働く 努力に向かわ まらなかった （切替を含む）

向の注意のみを助長 せる ③驚き慌て、 ミス

する （選択性欄を 他方向は注意 ③主機故障・

参照） しなかった 不調
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3. 2. 諸因子の重み付け

重み付けとは、一種の数値化であって、これにより

ファクターが見えてこないか、またファクターとは言

えないまでも、要因の軽重判断に資し得る程度のもの

が見つからないかを目標として採用してみた一手法で

ある。

これを行う場合、事故事例又は未然事故例を紐解く

ことが有効と考えられ、今回は懲戒処分を意識した供

述も介在するかと思われる海難審判裁決事例からでは

なく、本音の聞けるヒャリハットデータの一次アン

ケート記載事例に着目してみた。

ここで、重み付け因子として注意力と共に選んだ「知

識・技能」、「協調」及び「その他」に触れておくこと

とする。

「知識・技能」は、運航者として相応の海技資格免

許は取得しているので、免許を行使するのに必要な程

度のそれらを指す。したがって、知識・技能の不足と

いうことは、「忘却したり」、「間違って覚え・理解し

ていたり」また「予習などして当然知ったり心得てお

くべきなのに及んでいない」などであって、正確には

船舶職員法において資格別に定められている内容のも

のに一時的であっても劣ることを意味する。

「協調」とは、個々人の持つ知識・技能や注意力を

有効に機能させたり、高めるのに必要な心情、動作と

言える。代表的なこととしては上長からの指示、上長・

部下共の相互報告が挙げられる。共同作業遂行に必要

な事項とも言える。

「その他」は、注意力を含むこれら3因子のどれと

も決めかねるものを指す。なお、知識・技能の項のそ

の他（優先順位等）は注意力の範疇のものもあるがこ

こに挙げてみた。

表3・・1-2は、表2-4-1の100事例及び一次アンケートに

記載されているも割愛した約50事例を主体に、重み付

けを試みた手法説明の一部例である。即ち、事例ごと

に注意力等の関係因子との関与程度を見積もり、その

与り率について個々の因子について10％単位、 1事例

当たり最高100%としている。読みとるに当たっては、

全般にわたって一定の評価尺度を維持できるようにや

や浅めに止め、事例ごとのバラッキ評価がないように

した。

なお、文章事例のように説明されていなくても、内

容がほぼ推認できる原因は、記号のみで重み付けを

行った。

表3・・1-3の「他仕事中で、気づき遅れ」について説明

すると、例えば‘‘気づき遅れ”の内容がよく分かる記

述の6事例があったとする。各単一事例ごとに表3-1-2

のように重み付けを進め、 6事例合計の単純平均値を

求める。当該原因項目の全事例数は21であるので、各

因子それぞれの重みは（平均値X21/6) とする。

表3ul-3に戻って、小計値197が視界良好時の見張り

不十分の重みで、各因子の重み合計も同一値である。

こうして、自船原因各原因項目について求めた重み

値を、表3-1-4に示す。原因の細目例えば気づき遅れ一

報告ミス等個々の重み（高いもの）については、前記

講演集に掲載している。

表3-1-3 見張り不十分（視界良好時）の重み付け例

知識・技能 注意力 協調
重み因子→ （共同作業）

視界良好時の 例 知 技 その 非独 変動 選択 反転 方向 指 報 そ

見張り不十分の細目 数 識 能 他 立性 性 性 性 性 ホ 告 の
他

レーダー 調整不良 7 1. 4 1. 4 0. 0 0. 7 0. 7 0. 7 0. 0 0. 0 I. 4 0. 7 o. 0 
操作、 その他 4 0. 4 0. 0 0. 0 0. 8 0. 4 0. 4 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 1. 6 

不使用 I 0. 3 0. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 1 0. 1 o. O・ 0. 2 0. 0 0. 0 
他仕事中 2 l 0. 0 0. 0 8. 4 0. 0 2. 1 4. 2 4. 2 2. 1 0. 0 0. 0 0. 0 
報告ミス 20 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 2. 0 0. 0 2. 0 0. 0 4. 0 8. 0 o. 0 

気づき遅れ うっかりミス 16 0. 0 0. 0 3. 2 0. 0 3. 2 6. 4 l. 6 0. 0 1. 6 0. 0 0. 0 
会話中 13 0. 0 0. 0 2. 6 0. 0 2. 6 3. 9 2. 6 1. 3 0. 0 ・o. o 0. 0 
その他 4 0. 8 0. 0 0. 0 0. 4 0. 8 0. 0 0. 0 0. 0 0. 8 0. 8 0. 4 
気をとられ 67 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 20. l 33. 5 13. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 

気をとられ 思込み違い 7 0. 0 1. 4 0. 0 0. 7 0. 7 0. 7 2. 8 0. 7 0. 0 0. 0 0. 0 
誤認 8 0. 0 l. 6 0. 0 0. 8 0. 8 2. 4 I. 6 0. 8 0. 0 0. 0 0. 0 
その他 5 1.0 0. 0 0. 0 1.0 2. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 5 0. 5 0. 0 

見張り死角を補わず ， 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 2. 7 2. 7 1. 8 0. 0 0. 0 0. 9 0. 0 
見張り技量不十分 ， 0. 0 3. 6 0. 0 0. 9 1. 8 l. 8 0. 0 0. 0 0. 9 0. 0 0. 0 
その他、スコール状況下等 6 0. 0 2. 4 0. 0 0. 6 l. 2 1. 2 0. 0 0. 0 0. 6 o. 0 0. 0 

小計 197 3. 9 10. 7 18. 2 6. 8 41. l 58. 0 30. 5 4. 9 10.0 IO. 9 2. 0 
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表3-1-2 重み配点例

番

号

要素
（各原因頭部の数値は35分類

原因番号）

8 数千トンのフェリー一航士、夜間の沿岸を航行中、通常は見張り員に

！ 見張り・気づき遅れ 徹している操舵手に対して見張りとは無関係な仕事を頼んだと

視！ ぅっかりミス 1自らの見張りまでおろそかになって他船を見落とし、異常接近

界 事例数 l6 iを造ってしまった。

良い匹戸き立三ニーニニ □ー 戸「戸「町·—"
本事例は、一航士が操舵手に対してついうっかり場違いの

No -]したものであるが、換言すれば幾度か経験してこれまで無難だロ雷みづけ配分紬庫の説眼 I,_カ名疇の繹みぶ涸;.I、直ス輝四ル太迂釦砂油翻 em

I 9 I 3万トン以上のタンカー船長、麟麟

:! 
Ne 
. 45 

視

!
l

，
 4

 

3万トン級のコンテナ船、強い追風に乗って出港中、水先人は王旦全

すい内水域で下船、ためにその間は舵効ままならない低速力下、他船

に異常接近するわ防波堤に近づくわで、数キロ痩せる思いをした。

：『竺＼早争切り:いい王釦J.luu'|こ［ニ
I孟゚・ 重みづけ配分数値の説明 ＇ご腐翌□芦江

18 

共同職務遂行上の問題

共同者との連携不善

7 |-2万トン級フェリーの当直二等航海士、霧中の沿岸を航行時のこと、

視 見張り、レーダー・機器関係 剪もっての自分の進言不行き届きもあったが、昇橋中の船長において

界 レーダー操作・調整不良 レーダー情報の解析が足りず利用が十分にできないまま他船に異常

．不 可墨．，・17 l履近する結果を生んだ。 ― - -．- --51/.？竺て一 ら°ふ贔1系列1ふ二贔い孟屯贔麟
1は0I 重みづけ配分数値の説明 lご盟認は‘説:；芦□ご覧悶ご内芯は：I の映像知識不足 10％はともかく、対応技能不十分 20％とし、注意力I面では船長の解析時間不足、高度緊張、及び非正常心等からくるレペ

ルの低下などの 30％も指摘してよいものとみる。
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表3・1・4 自船原因各項目の重み値
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3. 3. 重み付けの検証・二次アンケートの実施と結

果

なお、 30名の方に依頼し、回収率は約87％であった。

3.2．の主観的方法による重み付けにおいて、これに

できるだけ客観性をもたせるため、システム技術部と

して次の要領でアンケートを実施したので、その結果

を記す。

3. 3. 2. アンケート回答結果

回答者の多くは質問に対して、経験的な事柄を数値

化することに戸惑った様子が伺える。 3~4名からの問

い合わせやコメント内容の幾つかにも同様のニューア

ンス記事がみられた。

3. 3. 1. アンケート設問等の概要

(1) 設問事項

a. 数値…各原因項目において、多くは23項目 (3人

が無記載）に、少ない方で19項目 (7人が無記載）

に数値回答が得られた。各回答者によって自信がな

い場合等は空欄としているためである。なお、 1人

は全面的に、 2~3の人は一部に、呈示（アンケート

の添付資料）の数値と同じでよいとしていた。（参考

表摘要欄のok参照）

稿末尾に、付録として掲載する。

(2) 依頼・回答者（順不同、氏名略）及び回収率

(470) 

外航船会社 OB …5名

航海訓練所 OB …5名

東京湾水先区水先人…4名

大阪湾水先区水先人…3名

内海水先区水先人 …1名

阪神水先区水先人 …1名

b. 付帯意見…このなかには、当アンケート並びに

ヒューマンファクターに関する貴重な意見及びヒャ

リ・ハット経験事例が示されている。

横須賀水先区水先人…2名 (1) 原因個々の重み付け回答

関門水先区水先人 …1名

鹿島水先区水先人 …1名

航海訓練所現役 …3名

回答者がそれぞれに指摘した数値一覧を、原因「見

張り不十分（気づき遅れ）」の例にみてみると、参考表

1のごとくである。

以上 回答者 26名 数値は結構ばらついているが、回答者各人における

参考表1 視界良好時の見張り不十分 (No.8、気づき遅れ）回答例

知識・技能等

そ

I計 I 摘要NO. 識 能の 告 の

他 他

1 to I lO 
: 1800 。1

3 2 IO 10 
5 5 100 

4 10 10 ＇ 10 110 

5 + IO 20 
10 150 

r- 10 10 ・- ・40 40•一一町 40 10 L......!0 10 10 240 

7 . 10 10 -- . 20 22110 0 0 0 30 ー IO 一・ 10 
10 120 

8 30 2230 0 0 I 110 0 20 1100~ ~ 0 0 ~ i ： i 9 30 ．． 20 ．． • IO 

30 10 10 10 100 

10 Hzo 

詞
10 

I1O 0 1 I i 1I 5 0 O 
! ： i 110 0 

20 10 80 
3 20. 10 15 20 110 

30 
114 5 ・ 

to 10 10 . 110 
10 10 

2l0 ー4・•c , 
i 320 0 10 ． ， , ， 11 0 2 10 100 

16 1 

゜
25 1 

i i 15 4 
; i 5 

●●  ， 
1 100」ok

17 5 5 15 10 28 0 ~ ~ 12 5 l3 78 
18 10 I 40 20 10 100 
19 ~ 

゜
25 三工『 ユi 13o0 Iok 

l 1 14 20 
114 5 

12 1 
20 5 25 LI 」 15 20 15 10 
2 l -----

10 10 10 —io 10 10 20 20 100 
20 20 10 

二［三
20 I 20 
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表3-1-5 A -、二次両アンケートにおける重み値の対比

知識。技能等 注意カ ニ

雷ば戸 I重み 知技 1そ非 1 変ー1選反 1方指協晶報; I~ 
（統:)I識！能I:悶:1:1:1:示告他：

I 
数

I 性 等
V 

No. 5 重み 5. 3 I 5. 3 I o. 9 I 1. t I s. 1 I 4. 1 I s. o l 1. -1 I -1. 4 I o. 7-1 0:4 f-31 

操船不適切 に戸言―己—------------―-
（以下のものを除く） 一次重み----- -4-- —雙．ー一且.~--庄ー・ーしー」 ＿も—• 5 -•一 一

17 l 11 I 3 I 4 ! 16 I 15 I 16 I 4 I 5 I 2 I 1 

重み ． l. 4 

巨茨重み 14 16 
- --1. 5 i o．．し．』上-*!』し l.6 l o.-7 0.:~．．一旦旦L o. 0 |-8 ----

3 8 5 ←l7 10 5 9 9 3 

一次重み •“m-＂ー百―す―—6―•—•••―-『-·一而― sT-『――商――Tず—• O-

No. 6 

過大速力

No. 7 重み 2. l l. 7 I O. 0 1. 5 l. l l. 2 0. 5 0. 0 1. 6 0. 7 l. 6 l l 2 

?？りは用上）巴喜塁戸祖忍］エ—喜二『冒戸言・ニf·”_．一〖 ： 玉・ニ．ー一

No. 8 

見張り不十分
重を― 』.:.主.oa -0. 0 1 18. 2 -9..:..！ 旦・-［ 14. 5」邑L34.. •一巳 1 8. 8 土1―- 7L 

二次重み 3 

（気づき遅れ） 一次重み l トー3 14 8 l5 2l ll 3 7 10 4ト
― -••一ー 。 声 ―1―-・・．可 20 14 • 一す―ー， 下·—T―---

一見張り不十分 二次重み
No. 9 重み 旦一旦．上上．ー彗旱ー36.6'旱旦．ー・"O.5 0. 5 凸°且＿

（気をとられ等） ー百訪 →― :a I9-i--!—• l̀ ：ピ > 悶 ~:—··—+++--i士＿―-一
No. 10. 1 1, 1 2 重み 0. 0 6. o o. 0 2. 4 5. 1 5. 7 1. 8 0. 0 1. 5 0. 9 0. 0 | 24 

見張り不十分 （死 二次重み 6 23 2 、IO 20, 20 9 3 • 3 4 2 " 

角不舗技量未熟等）
--- ~ -”’”・

一次重み 18 I 22 I o I 4 l 4 I, 13 I 25 l o I 3 I 3 I 8 

No. 13 重み 2. 1 I 2. 6 I o. o I o. 5 I o. 5. I 1. 5 I 3. o I o. o I o. 4 I o. 4 t 1. o I I 2 

操舵・号令ミス ニ次重み 互―百 T―一•3 了―汀 23 ―T―-―し～ 5― -L」二二
一次重み o I 25 I o I 1 o I 24 I 24 I & I o I 6 I 4 I o 

No. 1 4 
舵効不良

No. 15 
操舵装置不調

重み 2. 6 I 2. 6 l o. o I o. o I 1. o l o. 3 I 3. 4 I o. 4 I t. 6 I 1. 6 I 1. 5 I 15 
I - --- ·--—•--19 I t9 I 1 I 5 I 1 -I 6 I 11 I 1 I s i 9 I 4 

l7 1710 0 7  2戸 3 ll ll□ 二次重み
［一次重み- ―- ---- -• 

重み l4. 78. 7 3.2 9. 9 6. l l 2. 3 18. 6 も．9 4. 8 4. 8 9. 9 93 

二次重み
-

15 I 14 i I I 7 I 6 I 14 I 14 I II I 4 I 7 I 7 
_＿ 1 _ 

-
．ー一

一次重み 16 j 9 f 3 I 11 l -7 f 13 I 20 I O I -5 I 5 I 11 

No. 16 重み t. 4 I 1. 4 ! o. o I o. o I o. o I l. 8 I 1. 8 I o. o I 1. o I o. 2 I o. 4 I 8 

事前調査不十分 号言］月心］下丁 ；： 1は一--［― 173 「:」二二
No. 17 
船位不確認

No. 18 
共同職務上

の問題点

No. 19 
操船技量未熟

NO. 20 
外力の影響

NO. 21 
主機の故障

No. 22 
主機の整備・

取扱い不良

重色---とL...o. 9 0. 6 -』上＿．旦 l. 4 2.0 .!9-.o_- 0.o o.o o.0- L 
亡次重み 14 17 1 5 6 ll 15 2l 4 3 3 l 卜
声み―丙――i3 ゴ――可――汀-20 29 0 0 。一て一

:み •--•!°.6 9.4 8.8 0.0 0.0 l l. 8 3.6 0.0 9.8 6.8 1. 2 62 

二次重み
—~ 

~ 

16 I 14 I 9 I a l 1 I 15 I 11 I I I 15 I 1a I 1 
--- - ．．..  

一次重み 17 I 15 l 14 I o I o I 19 I 6 l o I 16 I 11 I 2 
L 

重み 2. 4 I 2. 4 I o. o I o. o I o. 4 I o. 4 I o. o I o. o J l. 2 l 1. 2 l o. o I s 
二互可――戸戸下―て丁十 4 4 --r了 7 l― 

- - -- - ----- ! • 

一次重み 30 I 30 I o I o I 5 I 5. I o I o I 15 ! 15 I o 

重み 丑・] 0.0"’!.:.! 33..:..!_L~見 I O.0-1-0.--0_- —邑!-- 32. 6 32. 634. 2 | l67 

二次重み 20 l 9 I 1 I 21 l 3 I 6 I 3 I 3 I 9 I 12 I 12 
ー•-！

一次重み 20 I o I o I 20 I o l o I o I o I 20 l 20 I 20 

重み 18. 2 I 18. 2 I 0. 0 I 9. 1 I 0. 0 I 9. l I 0. 0 I I 8. 2 I 0. 9 I 0. 0 I 18. 2 I 91 

匡み― l9 19l--T す 83 可 3 5 12 --

ー沃重み i『- 20 0 宝―7 下―てて 。 ゴ― 20 |＿ 
重み＿ー □＿に旦IO.0 ＿凸＿° ．．-L§ 4. 6 0. 0 ＿旦． 2．6 2.8 3. 2 34 

ミ：：号舟— i- •一｝—ーロ言舟—: +1ニ
N?. 23. 24 重み 3. 6心 l. 2 0.o 」i—• 2 . ..!」 2.2二9.:..i--L.～° -!:..o 」旦ー江L旦＿
リモコンの整備・ ニ次重み 23戸 l 2 +11戸月 4 8 5 ll ll 

取扱い不良ほか
~ 

----

一次重み 21 I 7 ! o I o I 14 ! 13 
! ！ 

0 I 6 I O I 14 I 25 
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（表 3-1-5Aの続き）

知識・技能等 注意力

原因 No．及び項目

（視界良好時） 重み 非変選反方

（統計 独動択転向

別） 立性性性性

性

No.25,26 重み 0. 6 0. 0 0. 0 0. 0 3. 6 

停電•発電機 . . . . . .二一．． ．次次．．. ．. .． ．. い.. ●.重重●.疇.．, ．. .． ．. ．. ．. ．み.み．. .． ．. “ ． ． .~ .~ ．． ．． ． ． 2 1 3 4 14 

の不調 2 0 0 0 11 

No.27 

重二一み次次重重みみ
船体艤装の不全

No.28 

菫二一み次次重重みみ
航海計器ジャイロ

N0.29 

重二一み次次重重みみ
航海計器レーダー

NO. 30 重み

航海計器 ARPA ,... .. . . ”一二”. . . . .次次... .. ,. .. .. .. ..重重.... .. ,. ．. ．. ．＇ ,“．みみ,' ．“． ◆, ". . '.●. ". . " , ． 

NO. 31 

重二一次次み重重みみ航海計器その他

NO. 32 

重二一み次次重重みみ
0-o . 0 ! i , I 0-. o0i , , 0-o . 0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

自船原因のその他

゜゜゜゜゜上記 24項目の

重二一み次次重重みみ
1115 5 7 l ， j l c・ ・・・-,111-0 6 4 =--1 ! l i 5 5 5 •一—a 7 6 3 ! : ! ! 7 8 6 ! ： ! i 111 3 2 1 i 9; ! 9 99! , , 「＂-§43 ---・ 平均重み

（百分比）

知識、注意力等 重み 30 41 

大項目別の重み
.二.....次．．．會．重．．．．．．．．．み．．．．．．． -38  (34) ・・・・・・・・・・・・・・・・ ....................................會...........,.4.”.0.(4.....1) .......................... ~ ~ ~．．．．．．．............＊疇●●

......一........次.........重......"み．．．．．．．．．．． -・・・・・・・・・・・・・・・・ .......＂...........................................................”...................................,....... 

34 

経験・見聞の質量等の違い、即ちそれぞれの異なった

事例をイメージした評価であり、一致しないのが当然

かも知れない。

摘要欄の記事OKは、提示した当方のデータを概ね

容認したとするものである。

さて、表3-1-5に、回答者の重み値と一次アンケート

によるそれとの比較を示す。

一次アンケート分については、各原因ごとにその上

欄に全事例単位の重み値も掲げた。二次アンケート分

では、参考表1のように「相対値」記載であるので、

当然のことながら各回答者原因ごとの合計値を一律に

100としたうえ、表3-1-5の集計値では全員分合計の平

均100分比値としている。

ー、二次の比較上、一次分も 100分比値を示した。
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33 

協調 摘

そ 要
指報 の

＾ 
示告

他
事

例

数

等

V 

14.2 32 

24 

44 

2.0 4 

26 

50 

4. 5 15 

22 

30 

5. 1 13 

.."··~..2....5 ......."＊ 
39 

1. 7 5 

17 

34 

2.0 4 

30 

50 

0.4 0.4 1. 2 2 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

...........．． 
20 20 60 

8 6 8 i | i 8 7 7 

13 計

10 825 

18 

16 13 
13 (1・・6・・・・・) ・・・・・・・・・・・・・・・・ ~ ~ ~ ~ ~ ~................ 

......1....i0 ..g('．．1．．．．0．．l.) ........................ 9 999 99999’“"'”'99999 
15 



原因 No.及び項目

（視界不良時）

No. 5 
操船不道切
（以下のものを除く）

No. 6 
過大速力

No. 7 
見張り不十分

（レーダー使用上）

No. 8 
見張り不十分

（気づき遅れ）

No. 9 
見張り不十分

（気をとられ等）

No. 10, It. 12 
見張り不十分 （死
角不補、技量未熟等）

No. 13 
操舵．号令ミス

No. 14 
舵効不良

No. 15 
操舵装置不調

No. 16 
事前調査不十分

No. 17 
船位不確認

No. 18 
共同職務上

の問題点

NO. 20 
外力の影響

NO. 21 
主機の故障

No. 22 
主機の整備・

取扱い不良

No. 25, 26 
停電•発電機
の不調

No. 27 
船体艤装の不全

No. 28 
航海計器ジャイロ

船舶技術研究所報告第37巻第5号 （平成12年）研究調査資料 229

表3-1-5 B -、二次両アンケートにおける重み値の対比

知識・技 能等 注意力 協調 摘
i そ 要

重み 非変選 の

＾ （統計 独動択 他
事

例
別） 立性性 数

等
V □ 重一み次重み

0, 0 5 

4 

゜
重み

0. い01 °・ い°| °. 出4 0. 0 □ | 0. o 

言0510 1 . . 8 4 3 I | | I 03II 1 . . 2 4 6 

0. 0 2 

.~ ~ ~ • 一二次次重重みみ． 3゚ ~ ~ 

二重一次み次重重みみ

5. 2 29 

110 8 ●●會~．

□ 重一み次重み
a1 • 8 7 3 I 1 I 421. 4 0 o 

0. 4 7 L＿堕．．-

3 □ 重一次み重み

丁0.6 □ | 2. 8’O. 0 - 0. 4 l 3 ! 1 i 0. 5 l 3 
0. 0 35 
3 

゜
>-・-・-・・-・ 

声重一次み重み
一-土11L―戸|「62.叶69' I 十O.0 冒II i 0 

0. 0 18 

=-— 
゜

重二一み次次重重みみ
>!zo 冒I zo I o 冒10 I 10 

0. 0 二§_
2 

゜
重二一次次み重重みみ >

0. 2 0. 2 
i 0. ゚2 0 

2 
ー・7 9 

~ ~ 

10 10 

重み 干3.31Ui0.8 0. 4 9 ~ i ~ ; 0. 7 9 ． I. 5 9 21 

二一次次重重みみ

＇ 

-「:―了 ， 
重二一次次み重重みみ

o21.2 15 「i1 o1 I.8 75 可I | o.2 o 

三詞〗
叫0. 4 I I 0. 0 0. 2 3 

3 
-T― 

~ ~ 

重み
0I1 • O 4 l | | : 022. 0 0 2 | 1 l 0. o 2 0 芋o l o 

0. 0 ー！＿
~・~二一次次重重みみ l •゚ 
重み ； l5 l| いl5 1 | °33 4 

0. 3 0 o. 2 o I I 31. 9 o 犀
0. 8 0. 8 0. 8 12 

二一次次重重みみ
11 11 3 

゜
r-『—ー百― -f― 7 -7—•• 

重二一み次次重重みみ > --g!.-?--戸」-1 0. 2 47 
「Ti―

18 18 22 

重二一み次次重重みみ
丁14'万l.4戸'o. o 

0. 0 0. 0 1. 4 7 
~ ~3 I ， 6 12 

0 0 20 

重み

叫2235 l °22. 0 0 4 1 i 1 0. o 1 0 o. 4 5 I I 1i o1 • , 0 2 
0. 2 2 

一二次次重重~みみ一
戸「--
10 

＇ 重二一次み次重重みみ
旦3o l 1 i o. o 7 0 

1.0 2 

I 27 
50 

重み
0. 4 o 0 1 1 I 0. o 6 0 

4. 0 8 

二一次次重重みみ

~..~ ~ ~ 3~ 0 ~ 

50 

二一重次み次重重みみ 3i30 7O I i 33;0 7O | j °.I0 O 1l . 6o 0 | , |—°. 。2 0 着L 10 

-す°―
~ ~ 
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（表 3-1-5Bの続き）

知識魯技能等全デ 注意力 協調 摘

原因 No．及び項目
重み 知 技

（視界不良時）
（統計 識 ム月ヒヒ

別）

そ 要
そ

指 ll I i報
の /¥ 

の 示告 他
事

他
例

数

等

V 

N0.29 

重二一み次次重重みみ航海計器レーダー

N0.30 

重二一み次次重重みみ航海計器 ARPA 

N0.32 

直一二次み次重重みみ自船原因のその他

上記24項目の

重一二み次次重重みみ平均重み
（百分比）

00 , 20 4 ； i i I ' , 00 ,2 0 
15. 9 41 
24 

39 

0. 2 0 0 | I I ! 00 • 4 0 
3.3 8 
20 
41 

0-2. 0 6 l ! | 0＿ 2.0 6 
1. 8 3 

60 

9 6 9 i 1 ！ I 7 7 7 

18 計
10 282 

17 

， ， 
6. 9 l 6. 1 ! 7. o 

"'●●●●,．．．．．．．．．．ー··i,...... ． t••一•99●●●●'"'●●●●

19 ! 19 i llO •••"""'•99999•'“”"”i•"...... i,........“',...,..,.. 
17 l 15 l t7 ! ！．--

0. 9 ! 0. 7 ! 1. 0 I ●●●●●999999999●●●●●●●●●●● i i......"9 9●●●●●""●●●● 
17 i 18 i 9 ●"""'”“””"'””"＇「＇＂"＂......'”"”.....ャ，．．．．．．．．、．．．．．．．，．．．．．．
l l, 9 

： 

I l l3 i‘~ -~ 

o. o I o. o ! o.. o ..."●●●●●●●● "“........4......“ ●●●●●0•••一··f••3•”,．．．．,．．．＂'99●●●←

i ! ： 

｀ 
”.,...... i.“••••9•t·,....."••••••••........ 

O l O l ID 
： ！ 
£ : 

14 i l2! 5 ...,....9999999••••••一l i..999●●●99999●●●'”●●● 
16 i 16 ! 14 ",．．．．．．．．．．．．．．!......＂’←・'“"．．．．．．．．．．．．．．． 
13 l 14 l 5 

知識、注意力等 重み 31 35 16 18 

大項目別の重み
~二次.....．重~．み~ ~........ 

●．●．●．● .....~ ~ 36 ~ (31● ) ~ ●●9 ~ ・・・・・・・・・・・・・ ""““...“....................“●●●●●●●●—•••””4i●●●””(4―i..y.........令....."●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●—...”●●●●● ●●●●● 13 (1~ 8) .................................. 

1"0 "7 ""(""11""' l ) 
-一次重み

......．．．．．.．．...... 
32 

ー、二次各重みの詳細比較は省略するが、原因項目

ごとにほぼ似通った数値をみることができる。しかし、

視界良好時の見張り死角等関連並びに操舵号令ミス及

び視界不良時の操船不適切（原因No5)並びに停電・

発電機不良等の項目数値には大きな差異がみられる。

一次アンケートの詳細記載事例が少ないことも考えら

れるが、今後の検討課題である。

(2) 集約的原因の重み付け回答

一方設問2では、各因子重みの集計値とは別に、知

識・技能や注意力等集約的項目としてマクロ的にみた

場合の重みを尋ねてみたが、視界良・否時とも23名か

ら回答が得られた。表3-1-5の最下欄（ ）内数字が回

答者全員の平均値である。小項目ごとの指摘値集計平

均よりもこの数値の方が一次アンケートのそれに近い

ことは興味深い。

どのような回答状況であったかの一端を紹介する意

味でその概要を参考表2に示す。

35 16 

(3) 視界良・不良時の頻度

また、航法を基本的に異にすることから、アンケー

ト解析に当たっては視界の良否時別にみることととし

たので、当機会に設問3において感覚的なものでも結

構として遭遇頻度の違いを聴取した。 22名の方から回

答を得たが、 98:2から79:21の間に分布し、平均では

89: 11（与9:1)の結果が得られた。

参考表2 集約項目の重み指摘状況

（項目のその他は省略している）
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3. 4. 各原因重みの展望

二次アンケートによって、当初の重み付け数値に船

舶運航の実態と大きな遊離はないことが分かったの

で、事例数の多い原因順に重みの分布状況をみると表

3-1-6の如くである。

表3-1-6 A 重み分布状況 I（視界良好時）

知識・技能 I 
知 技 そ 非 変

順 原因（視界良好時） 例 識 能 の 独 動

位 数 他 上...L. 性
性

1 外力の影響 強風による圧流 101 20 

゜゚
20 

゜2 主機・リモコン 主機故障 91 18 18 

゜
， 
゜3 見張り不十分 気をとられ 67 

゜゚ ゜゚
20 

4 外力の影響 強潮による圧流 57 1 1 

゜゚
11 

゜5 操舵装置不調 舵機電気系統不具合 38 8 

゜゚
8 

゜6 共同職務 共同者との連携不全 32 6 6 6 

゜゚7 操舵装置不調 舵故障•取扱いミス 23 2 2 

゜
2 2 

8 見張り不十分 気づき遅れ（他仕事中） 21 

゜゚
8 

゜
2 ， 見張り不十分 気づき遅れ（報告ミス） 20 

゜゚
4 

゜
2 

10 主機・リモコン 整備点検不良 18 5 4 

゜゚
2 

11 見張り不十分 気づき遅れ（うっかりミス） 16 

゜゚
3 

゜
3 

11 操舵装置不調 オートバイロット操作ミス l6 2 3 3 

゜
2 

13 航海計器 G・コンパス不調 15 5 5 

゜゚ ゜14 主機・リモコン 機関取扱い不適 14 3 3 

゜゚ ゜15 見張り不十分 気づき遅れ（会話中） 13 

゜゚
3 

゜
3 

16 共同職務 共同者への指示欠落 12 1 

゜
1 

゜゚16 主機・リモコン リモコン取扱い不適 12 4 1 

゜゚
2 

16 停電 その他 12 

゜゚
4 

゜゚16 停電 発電機等の不調 12 1 1 2 

゜゚20 操船不適切 操船ミス 11 2 2 

゜
1 3 

20 操舵装置不調 オートバイロット設定ミス 11 2 2 

゜゚
2 

22 舵効不良 低速力による 10 2 2 

゜゚
1 

23 見張り不十分 見張り死角を補わず ， 
゜゚ ゜

1 3 

23 見張り不十分 見張り技童不十分 ， 
゜

4 

゜
1 2 

23 航海計器 レーダーに目標映らず ， 1 1 2 

゜゚26 操船不適切 無理な一般操船 8 2 2 

゜゚ ゜26 見張り不十分 気をとられ（誤認） 8 

゜
2 

゜
1 1 

28 操船不適切 判断ミス 7 

゜゚ ゜゚
1 

28̀  見張り不十分 レーダー操作、調整不良 7 1 1 

゜
1 1 

28 見張り不十分 気をとられ（思込み違い） 1 

゜
1 

゜
1 1 

31 操船不適切 接岸時の過大速力 6 1 1 

゜゚ ゜31 見張り不十分 死角を補わず、技量不足等 6 

゜
2 

゜
1 1 

31 共同職務 共同者を不尊重 6 1 1 

゜゚ ゜

注意力 協調 そ

選 反 方 指 報 の
択 転 向 ホ 告 他
性 性 性

゜゚ ゜
20 20 20 ， 

゜
18 

゜゚
18 

34 13 

゜゚ ゜゚゜゚ ゜
1 1 11 11 

゜
8 

゜
4 4 8 

6 

゜゚
3 3 

゜1 5 

゜゚ ゜
2 

4 4 2 

゜゚ ゜゜
2 

゜
4 8 

゜2 

゜
4 2 

゜゚6 2 

゜
2 

゜゚3 3 

゜゚ ゜゚゜゚ ゜
2 

゜
5 

3 

゜゚ ゜
3 3 

4 3 1 

゜゚ ゜1 

゜゚
6 2 

゜1 

゜゚ ゜
2 1 

゜゚
2 

゜゚
6 

゜゚
1 

゜゚
6 

゜
2 

゜゚ ゜゚2 2 

゜゚ ゜゚゜
3 

゜
1 1 

゜3 2 

゜゚
1 。

2 

゜゚
1 

゜゚゜
1 

゜゚ ゜
5 

2 

゜
1 

゜゚
'0 

2 2 1 

゜゚ ゜1 2 

゜
1 1 

゜1 

゜゚
1 1 

゜1 3 1 

゜゚ ゜1 

゜゚
1 1 

゜1 

゜゚
1 

゜゚1 1 

゜゚ ゜
1 
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31 共同職務 共同者への指示間巡い 6 1 1 

゜゚ ゜
2 2 

゜
1 1 

゜31 共同職務 職務遂行上のその他 6 1 1 1 

゜゚
1 1 

゜゚
1 

゜31 操船不適切 操船技量未熟 6 2 2 

゜゚ ゜゚ ゜゚
1 1 

゜31 停電 取扱いミス 6 1 1 

゜
1 

゜゚ ゜゚
1 1 2 

38 見張り不十分 気をとられ（その他） 5 1 

゜゚
1 2 

゜゚ ゜
1 1 

゜38 操舵・号令ミス 号令ミス 5 1 2 

゜
1 

゜
1 1 

゜゚ ゜
1 

38 操舵・号令ミス 操舵ミス 5 1 1 

゜゚
1 1 3 

゜゚ ゜゚38 操舵装搬不調 装置の点検・整備不良 5 1 1 

゜゚ ゜゚
1 

゜
1 1 

゜38 外力の影響 強風・潮双方によるEE流 5 1 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚
1 1 1 

38 主機・リモコン 推進器不調 5 

゜゚ ゜゚ ゜
1 

゜
1 

゜゚
3 

44 見張り不十分 レーダー操作、その他 4 

゜゚ ゜
1 

゜゚ ゜゚ ゜゚
2 

44 見張り不十分 気づき遅れ（その他） 4 1 

゜゚ ゜
1 

゜゚ ゜
1 1 

゜44 前調査不十分 水路情況 4 

゜゚ ゜゚ ゜
1 1 

゜
1 

゜゚44 外力の影響 津波その他 4 2 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚ ゜゚
2 

44 航海計器 その他の計器が使用不能 4 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜
2 

49 操船不適切 無理な追越し操船 3 

゜゚
1 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚ ゜49 船位不確認 物標選定のミス 3 1 

゜゚ ゜
1 1 1 

゜゚ ゜゚49 船位不確認 監督のチェックミス 3 

゜
1 

゜゚
1 1 1 

゜゚ ゜゚52 その他（略分） その他（事例数 2の略分） 26 5 4 1 

゜
1 1 1 

゜
3 2 6 

65 その他（略分） その他（事例数 1の略分） 12 2 2 

゜゚ ゜
1 1 

゜
1 1 2 

原因は全 76項目 ；事例数 825 122 82 42 61 60 110 70 33 71 68 107 

重み(%) 100 15 10 5 7 7 13 8 4 ， 8 13 

表3-1-6 B 重み分布状況（視界不良時）

知識・技能 注意力 協調 そ

事 知 技 そ 非 冬赤 選 反 方 指 報 の

順 原因（視界不良時） 例 識 能 の 独 動 択 転 向 ホ 牛ロ 他

位 数 他 」-ユ—· 性 性 性 性

性

1 航海計器 レーダーに目標映らず 27 3 3 5 

゜゚ ゜
3 

゜゚ ゜
14 

2 外力の影響 強潮による圧流 23 5 

゜゚
5 

゜゚ ゜゚
5 5 5 

3 見張り不十分 気をとられ 18 

゜゚ ゜゚
5 ， 4 

゜゚ ゜゚4 見張り不十分 レーダー操作、調整不良 17 3 3 

゜
2 2 2 

゜゚
3 2 

゜5 外力の影響 強風による圧流 16 3 

゜゚
3 

゜゚ ゜゚
3 3 3 

6 見張り不十分 死角を補わず、技量不足等 14 

゜
6 

゜
1 3 3 

゜゚
1 

゜゚7 航海計器 6 •コンパス不調 10 3 3 

゜゚ ゜゚ ゜゚
1 

゜
3 

8 航海計器 レーダーの故障、その他 8 2 2 2 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜
2 ， 見張り不十分 気づき遅れ（報告ミス） x/20 

゜゚
1 

゜
1 

゜
1 

゜
1 3 

゜， 見張り不十分 気づき遅れ（うっかりミス） ,x/20 

゜゚
1 

゜
1 3 1 

゜
1 

゜゚， 見張り不十分 気づき遅れ（その他） ,K/20 1 

゜゚
1 1 

゜゚ ゜
1 1 1 

12 航海計器 レーダー無準備・不使用 7 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚
1 1 4 

12 見張り不十分 気をとられ（思込み違い） 7 

゜
1 

゜
1 1 1 3 1 

゜゚ ゜12 見張り不十分 気をとられ（誤認） 7 

゜
l 

゜
1 1 2 1 1 

゜゚ ゜12 操舵装置不調 舵機電気系統不具合 7 1 

゜゚
1 

゜゚
1 

゜
1 1 1 

12 主機・リモコン 主機故障不調 7 1 1 

゜
1 

゜
1 

゜
1 

゜゚
1 

17 共同職務 共同者への指示間違い 6 1 1 

゜゚ ゜
2 2 

゜
1 1 

゜17 航海計器 レーダー調整不十分 6 2 2 

゜゚
1. 1 1 

゜゚ ゜゚19 操船不適切 判断ミス等 5 

゜゚ ゜゚
1 1 2 

゜
1 1 

゜19 見張り不十分 レーダーのその他 5 2 2 

゜゚ ゜゚ ゜゚
1 1 1 

19 操舵装置不調 舵故障•取扱いミス 5 l 1 

゜
1 1 2 1 

゜゚ ゜
1 

19 航海計器 ARPAでの捕捉不能 5 1 1 1 

゜゚ ゜
1 

゜゚ ゜
3 

23 操舵装置不調 オートパイロット設定ミス 4 1 1 

゜゚
1 1 1 

゜゚ ゜゚23 操舵装饂不調 オートバイロット操作ミス 4 

゜
1 1 

゜゚
1 1 

゜゚ ゜゚23 共同職務 共同者を不尊重 4 1 1 

゜゚ ゜
1 1 

゜゚ ゜
1 

23 外力の影響 強風・潮双方による圧流 4 l 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚
1 1 1 

23 外力の影響 津波その他 4 2 

゜゚
1 

゜゚ ゜゚ ゜゚
2 

28 見張り不十分 気をとられ（その他） 3 1 

゜゚
1 1 

゜゚ ゜゚ ゜゚28 見張り不十分 見張り技撤不十分 3 

゜
1 

゜゚
1 1 

゜゚ ゜゚ ゜28 操舵・号令ミス 操舵ミス 3 

゜゚ ゜゚ ゜
1 2 

゜゚ ゜゚28 操舵・号令ミス 技術未熟 I I 3 l l 

゜゚ ゜゚ ゜゚
1 1 

゜(476) 
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28 航海計器 レーダー不装備 3 

゜゚
11 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜
2 

28 航海計器 ARPA不装備 3 

゜゚
1' 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜
2 

28 その他 その他 3 

゜゚ ゜゚
0 

゜゚ ゜
1 1 2 

35 その他（略分） その他（事例数 2の略分） 12 l 1 2 

゜゚
1 1 

゜
1 

゜
3 

41 その他（略分） その他（事例数 1の略分） ， 2 2 

゜゚ ゜
3 1 

゜
1 1 

゜原因は全 76項目 ；事例数 282 38 34 15 18 20 33 25 3 25 21 49 
重み（％） 100 14 12 5 7 7 12 ， 1 ， 7 17 

注意力のうち、特に視界の良否時ともに最大の重み

を持つ選択性のところは、 3以上の重みについて太字

としている。なお、表中の重み各数値は、小数点以下

一位まででみる方が比較に役立つが、ここでは大筋を

掴むうえで整数としている。また事例数2以下につい

ても詳細は省略した。

3. 5. ー、二次両アンケートにおける自由記述

一次アンケートにおける「その他の内容」と「自由

意見」欄の記載内容は、必ずしも統一されたものでな

く、事例や海難防止対策など混記されていた。ここで

は、二次アンケート分と共に先に挙げた事例を除く主

たる意見を中心に紹介する。整理は行き届いていない

が、貴重な指摘の数々に思える。

3. 5. 1. 一次アンケート分

アンケート回答者中92名が記述しており、その内容

としては1)事例及び別記事例の補足説明が24、2)事故

を含む危険感防止策所見が35、3)アンケートに関する

意見約20などの文節となっている。原文（部文的に整

理している）とこれの内容内訳を次表に示す。

表3-2 一次分自由意見の内容別内訳

原 因 危険回

項目 I数
小型船・漁船•砂利船の不当航法 I 14 l 
型船の不当・異常航法 l 

--・ ! 
乗組員技量不足

他仕事に従事して

主機故障

| 4 
| 3 

圧流 - I 3 労務管理不適 3 
" 

気づき遅れ 7 2 
その他（居眠、背景光、ゴースト等） I 7 

~ ~ ~ ~ ．． 

I 

計 51

司避対策。措置 その他意 そ
見 の

一対 1I対

他

般アア

的ンン

期ケケ

衛II I 魯トト

要期 i効
望待能

参等

要疑

望 I問
計 67 3 I 11 | 8 8 
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表3-3 一次分自由意見の内容抄

(1)防止策と提言（一部事例等も混じる）

外板 TugMarkと甲板上 Bitt位置が離れている場合外板損傷発生のおそれがある。 VLCCで狭視界

錨泊中船体中央部に小型船が衝突しそうになった。船長が 210mあるのに AirHornは船橋上しか装

置されておらず、船首、船尾に加えて中央部に停泊時の自動式霧中信号器装備が必要。．．．．．．．．．．．．．．．．  
1' ヒャリハット事例には該当しないが、老朽船には常にある事例なので記録した。

2,朝の入港ラッシュ時であったので、先航船の航跡をたどり、航路標識を双眼鏡で把

錨地に進入した。

3,優秀な航海計器に慣れすぎては無駄、 40年前の航法、操船を思い出せば良い。.'~ ~ ~・· • ~ • • ~..~.~ ~.~..~ ~ 

別記事例は、船長として乗船（日本人5名・韓国人 17名の混乗バルカー）し、 NOLA

ブナベンチュラー港向け航行中、バルポア出港後に発生、あわや乗リ揚げ寸前までいっ

る岸線の移動で、レーダーによる船位測得法が不合理でッジツマ合わせの船位測定がMis

もの。 ．．．．．．＿，．  
4 I 新造船、ドック出し時の船は、乗組員の機器取扱いが不慣れであったり常用航海時の設定になっ

ていなかったりで、 トラプルが多く、注意を要する。別記事例の場合は、来島海峡の中水道通過中で

あったために事無きを得たが、西水道通過中であったらまず間違いなく衝突又は乗揚事故に至ったも 1

のと思われる。
·-·-·-..一~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. 

5 I 別記事例は大洋航海中のB-1体制時に発生したが、 B-1当直の航海士の漫然とした見張りの為、

他船が異常接近している事に気付かなかったもの。船橋当直の基本に忠実でない若年航海士が多いこ

と、又当直中にテープルワークをする者が多いことから発生した事例である
"°・ •—···”.......... ~..~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. 

6 I ヒャリハット対策として 1．作業基準書 2．作業手順書 3．毎月の実施点検項目 4．毎日の出港前

の点検を実施している。自分たちの目で確かめ、手を汚すことによってヒャリハットは軽減される。

7 I ・rゞースマスターニに挑はつされた水先人がSBMやドルフィンに異薔藷近ずる場合がある。操船援助者そ

していづれか一方のみの乗船に変更すべきである。

． ＇  
8 l 或る人がいった、’'どんな過ちも犯さぬ人は、何事もなさぬ人である”。論語にも“過って改めざる、

これを過ちという”。ニアミス等は相手を悪いと決めずに自分が悪かったのではないかと反省すること

lが第一、人がミスをするのを見ると、かつて自分がニアミスをした経験ばかり想起される。
-..．-..  • •. 

9 衝突を避けるためのいろいろな法令があるが、見張りを第一と考える。要はやるべき当たり前のこ

とを当たり前にやっていれば相手がどうであれ、どこかの時点で事故、災害を防ぐことができると思

甘［蓄t―こーロてm醐声言苓薮の漁船が連なって針路を横切る（勝浦沖等）とき、霧中航行

中船舶が幅鞍しているときなど危険を察知したら早めに避航措置をとるようにしている。

•-. I ― 11 フェリー航行中の当直は若年航海士が多く、臨機応変の措置をとることが少ない。例えば、斜航で、

横切り関係の時、本船が高速なのだから、僅かl0から15度変針して相手船の後側へ向ければ充分かわ

るものを、わざと相手船前面に向けて突走っていくため、益々危険性を増すことになる。（図）

12 I 1.狭視界でのRadar故障時の対応策（ソフト面）．．．STCW条約における当直船員の訓練基準（技――丁----• • - ---I術水準維持）は必要不可欠。 2．落雷等によるRadar使用不能を防止（回避する）する対策（ハード

面） ＝Scanner設置位置等の検討。 3．航路外に避泊後、近傍航行中のタンカーに誘導して貰う。
• ~ _ ・ ~ 

l3 本件事例に付いての教訓は、時によっては、 Pilotもいい加減な人物もいるので、本船の船長・航

海士は、 PiIo t任せでなく、 Pi 1 otの業務を十分に Watchすべきだ。

→ 
・~ ~ ~ ~ ~ 

14 輻轄する海域でも、相手船船橋に人がいないことがあることに常時注意している。
~ ーー-

ることができる。—• I 99----··―—··-．．-．．．．.......．....．．．．．．．••一
17 自分の採用した行動、考えを常にチェックする習慣が大切だと思うこの頃である。

．．．． 
187 海技能力のレベルの差やモラルの差に依るものが要因に思われる。今後も他船を発見したら危険物

だと思い、極力近づかないように心がけたい。
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普通に航行している場合では見張りと確認が最も大切であろう。
~ ~ ~ ~ ~ ~."" ~., 

22 I 海難はいろいろ複雑な内部要因が重なって生ずると思われるので、船内におけるパファーマンスを

さらに適正・定量的に評価したうえ、乗組員の安全運航に向けた努力が真に報われるものとなる方策

を考えてほしい。単純に盛り沢山なチェックリストを用意したり、監督下の船舶検査等を繰り返して
も乗組員には報われない。

, ~ ~ ~ ~ ~ • ~ 

23 I 日本人航海士の経験不足から生ずる不当運航が多い。

9 --，’  24 I 最近の船舶は航海士、操舵手いずれも外国人である。コミュニケシュン上の問題をとりあげれば意

味がない。何時までも全員日本人ばかりが乗り組んでいるのではない。質の悪い外国人を相手に無事
故を期すのは大変困難である。ハード面ではなくソフト面の研究をしなければならない。

25 1 英語を話せない日本人航海士は使いものにならない。万祠ピン人航海士の方が遥かに優秀な人もいる
し、外地でのトラプルも少ない。 ' 

竺十主竺な港付近では陸上の灯火が多く、夜間の船舶の航海灯が発見しずらい。 —•“” 

27 操舵機の油圧装置の盲ブタが振動で脱落した。目の届かない場所はネジのゆるみ止め等フェールセ

ーフ対策を行うべきである。

|- ---

28 大洋航海中に数隻の船と行き合い状態等異常に近接しているにも拘わらず、 GPS頼りの自船進路

保針だけにつとめて、周囲に注意を払わない船が多く見られる様になった。

29 I 大阪湾内における小型船は自動操舵による船橋見張員不在が多く、小型船には常時注意しなければ
ならない。小型船の労働環境の改善、（昼港で働き、夜航海する少数船員）安全航行の行政指導が必要。

特に外国船の日本近海の漁船、小型船の無謀操船には不満が多く、マナーの悪さが指摘される。,. 
30 I 1.経験の多い水先人にとって、今回はヒャリハット事例には該当しないが、状況によっては、ヒ

ャリハットになる可能性もあるので記録した、経験の少ない水先人ならどうしたろうか。 2，混乗船
による船内の統率不足も一因であろう。 3，船主の利益追求による、船内労務管理の不善を感じる。,~,~,~ ~ ~ 

31 I main eng. を computercontrolとし、緊急時に対応できない船が多くなった。 Sea speedから減

速する場合、乗組員が対応できるとしても知識不足から 1時間から 30分を要する船が多く、緊急時
の使用ができない caseが増えている。以前に比し、 Eng,，使用に関し不便を感じる。

32 l 衝突、乗揚げは、船長、航海士が常に不測の状態が起こりうる狭水道、船舶輻轄海域でいかに航行

の安全を図って行くかの職務根幹であり、安易に流されている現状を憂れえている。折にふれ、事故

事例をオープンにして航海士、船長に（堕喪の安全）を注意喚起して欲しい。
~ ~ ~ 

33 l フェリーの場合見張りを厳重に行い当直業務は複数の人間により厳格に行われている。それに比べ
外国籍貨物船、小型内航船、漁船は当直業務が厳格に行われていないのではないかと思われる場合が

多くある。私が今まで経験したヒャリハットの原因は上記の船が原因となって発生したものである。
~ ~ ~ ~ ~ 

34 I 機器の故障等によるヒャリハットも時にはあるが、船舶の輻轄する狭い水域において、漁船及び小

型船等の周囲の状況に不注意のまま操船が進行されることにより、周囲航行船の円滑的な流れが阻害

1される場合が多い。これら操船者のために周囲の見張りが容易な船橋構造が望まれる。

35 内航船／漁船等の小型船による法規違反が多い。見張りを含めた安全運航を行っている大型船として
は危険を感じる。小型船に対してルール厳守、見張りの徹底等行政指導をして欲しい。日本沿岸では

I発光信号やVHF連絡に全く応ぜず、予想外の行動を取ることが多い。- ~ 

361 人命を預かる旅客船・カーフェリー及び危険物運搬船は海技免状の級位をあげ、かつ最大搭載人員

の違い等によって差を設けるなど見直しが必要である。

(479) 
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(480) 

て目に余るものがある。これらの船舶（船員）に対する教育、取り締まりを国際的に徹底すべく、早

期の対策を切望する。 ‘ 

．．“|小型船（特に砂利運搬船、漁船）の違法航行及ーぴ無埋な運航が目立つ;--------------

~.......”“'/. ~. 

47 一般大型フェリー及び小型鋼船の交通量も多い沿岸（湾）を横断航行区域とする高速フエリーに乗

船している。同区域では小型漁船も多く特に漁船は操業の関係もあると思われるが急停止又は針路の

急反転など海技免許取得者と思えぬ危険な行為を度々みる。漁協等を通じて何らかの対策が望まれる。

50 I 共同作業者との意志の確認が出来ないことは10 0％無いが、ヒャリハットの多くの場合、相手船

意志が確認できない場合が圧倒的に多い（含VHFの呼び出しにも応答しない）。狭視界でも、特定船

航路が長く浅瀬も散在しているところはプイとプイの間隔を短かくして欲しい。

百訂 ヒューマンエラーを防止できれば、事故は当然減少すると思うが了他方、不安定な状態をできる限

り最小減におさえるべく、環境の整備に力をそそいで欲しい。例えば、雪やスコールそして霧に影響

されにくく、又近距離の海面反射も遮切に除去できるという様なレーダー性能の UPなどである。-1―●●●● -- -.”----- --
54 特にガット船に多いが、避航義務の相手船が自船に最接近しても動作をとらないことが昼夜を問わ

ずに多い。——+- --------'j —— 
55 荒天時の無理な運航については、毎年数回感じている。その原因としては会社から船長と言う肩書

きは与えられているものの、会社組織の中では歯車の一つに過ぎない。現場営業所のトップは、海上

生活は全く無く、船体構造や気象・海象の知識はほとんどなく、又、荒天の情況も知らない。

(2)期待と疑問（一部提言等も含む）

1 i 大変よい試みだと思っている。今後とも事故を起こさせない、起こさない気持ちを何時も持てるよlうしなければと思う。自己の注意啓発のためにもアンケートは今後共続けていただきたい。、 -
2 調査の成果が海上交通関係の法規定改正に役立てられることを望む。

~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..... 

3 アンケートの結果を知らせて欲しい

日 ・-・
4「荷役中のヒャリハットについても調査して欲しい。

~ ~....~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

5 I・ IMOがこの種研究を続けていることを知り頼もしく感じた。一方、この種の成果が生かされるのが日

l本人船員（航海士）に対してであって欲しいと切に願っている。 (IMOよりも日本を見ていたい）。日本

lの航海士、機関士が消滅しかかっている現実も確かなことで、国民の一人として淋しい。
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6 l 世界の難所と言われているシンカポール港付近、日本では紀井日ノ岬、大王崎沖、清水沖等航行場

所を限ってのヒャリハットを調査して欲しい。特にシンカポール港沖航行の危険を緩和する方策を考

ほていだたきたい。
~............,••••—....... ____,"”•••••—••••—·a ~ ~ • ~ •••—••••••••—·‘”"•••••••••—..-••• ~ ~ •~ ••••••••••"•…"””"_.........“••••••••••-

7 I 運航者にとってもこういう例を知ることは大変に仕事の参考になることであり、是非とも集まった
事例をフィードバックして欲しい。

I置等について、記入することができるようにして欲しい。
“・ ` • ~ ~ ~ ●●●● ~ ~ ●● ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~."•••••• ~ ~ ~ ~'“~ ~ ~ ~. ~ ~ 

12 l ヒャリハット当時の状況についてもっと具体的に設問があって然るべきである。上記事例の場合、
l互いに針路横切り関係にある 2船間で、相手船（避航義務船）が自船（保持義務船）の針路を避けよ

3. 5. 2． 二次アンケート分

表3-4 二次分自由意見の内容抄

(1)防止策と提言（一部事例等も混じる）

l I 運航において最も注意しなければならないことは、外力の影響と考えられる。自然条件や人的条件

(481) 
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5 I 相手船の行動に疑念などある時は／迪ゃかに VHF等¢涌i信手段により相手船と意志確認・疎通を

図ること。小型船等においても通信設備を備えるなど、このことを可能にすることが今後の緊急課題

である。-l ー・---”―-…- --•- •一••-9●●●●●●●" --- -
• -- -----.... -•-

6 運航関与者の良好な人間関係、即ち適切な指示、積極的・的確な報告と助言、意志の疎通等は必要

不可欠の要素である。
~ • ~. ~. ~......~ °”" ~ ~ ••・~~ヽ~ • -• ---．--- --- ----

7下船橋に当直者がいないなど、特に小型船の交通）レール無視のケースが散見される現状を憂う。

の運動量に押さえるようにしている。
．． • ・・~ ． ~ ~ ~ ~ ~. ・．．．．．． ~ ~ 

． ． 

13l 船橋を中心とする艤装上望まれること

a前方視野を重視した艤装、 bフロント・ガラスの材質改善（撥水性の保持、劣化によるくもり

防止）、

b見張り、視界を第一義とした各種磯器のレイアウト等…、

cシンプル、信頼度に重きをおいた艤装l...-——•-......... 

14 審判弁論、海技免状更新失効再交付講習時講義の都度聞き取り調査をして居るが事故因子として多

少の注意力に於ける選択性、変動性、指示報告のコーディネーションの不備は認められるものの早着

思想万能の運航能率確保、休息中の非当直者への遠慮、自分への当直業務に対する信頼度の低下懸念

等、当直者を取り巻く社会的拘束要因が殆どである。

この傾向は499トン程度の内航船に顕著に現れている。従って本例の事故因子は知識技能、注意力

究がなされてもよい時代ではないか。

n i 操船の要諦は「面石に大胆に行動すること」。充分な計画を立て、心配りを密にし、時と場合により

必要とあれば思い切った操船を行うよう心掛けている。

可面面あ蓮声瞑ど曾すそーも疇声薔力の欠如が原因の大半を占めるものと思っている。
~ ~ ~ • 

19 湾内航行では、現状本船乗組員の協力は全く期待していない。（乗組に期待した場合、即見落とし等

に連結する可能性がある為。日本人と一部外国人を除く）。

-「'...-- --- -▼- -

20 行政指導、信号、法規等に無知のまま航行する船舶の存在も多数ある為、中小型船に対しては、

予想外の行動もあるべしと常に注意しており、ヒヤリハットには至らずに済んでいる。
.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..~ ~ ~ 

21 I よくある実態としては次のようなものがある。

a.船の進路等これからの行動予定について、操舵手が勝手に解釈又は想いこみをなし、反対側に

舵をとってしまう。（回頭が遅いので舵角指示器を見たら復唱とは逆に反対の操舵をしていた。）

b.機関使用についても、 aと同様のことが言える。この場合、水先人より先に船長が気づくこと

は先ず無い。（対策として、必ず号令と関連しての回頭の動きや指示器情況を確認するようにして

いる。）

C. 港内や航路の管制について言えば、神戸港の第3航路管制の場は特に、管制官が船舶運航

（運動・操縦性能、航行環境等）の何たるかについて無知なことによる船舶交通の乱れ、港の効率

的運用阻害が屡々起きている。
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(2) ヒューマンファクター、重み付け等への意見（一部事例等も混じる）

認識したうえ、業務にあたることの啓発が重要と考える。

(483) 
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4. 考察

1. 船舶運航におけるヒューマンファクター

一口にファクターと言っても極めて難解で、知識・

技能等、注意力、協調性及びその他を指標として選び、

一次アンケートから摘出されたヒャリハットの原因に

ついて、その関与率を重み付けとしてみてきたが、一

応二次アンケートの結果から大きな誤りはなさそうで

あることが分かった。但し、

(1) 例えば知識・技能等と注意力の二者間でも相互

関係は明確に分別できるものではないこと

(2) 注意力を文献から5種に分類したうえ、それら

の原因との関わりをみたが、分類も心理学者がこ

のように使用することを考えたわけではないの

で、個々の性質解釈の正否と共に識者からご教示

を戴かねばならないこと

等今後の課題と考えられる。

2. これまでの海難防止策に加えて、何か有効な手だ

てはないかの探索を目的にしたが、本稿に示した解析

結果を踏まえる限りでは、運航者に対して大筋で次の

ことを提言できるのではないかと思われる。

(1) 多忙で、処理すべき情報も多い今日の運航者

は、「過ちは仕方ないとしても、重大な事故に至る

ような過ちだけには至らないように」心がけるべ

きである。

その為には、

a. 表3-1-5又は3-1-6に示されたように、注意力のう

ちでも選択性面（表3-1-1参照）での欠如に最も陥

りやすいので、このことに心すること。即ち、単

調状態が往々にして感じられる航行の場面では慣

習化した思考や行動になりやすく、例えば「進路

の適・不適を省みない」、「特定船だけをひたすら

見入る」、「本職を忘れて在橋者と話し込む」、「ちょ

とだけとして他事を手がける」などのことが慣習

化する。

この傾向は視界の良否時で変わらないこと、及

(484) 

び選択性面とともに似通った反転性面も併せ心す

れば、さらに効果的であろうことが表から読みと

れる。

b. 指示や報告に代表される協調（共同作業）のあ

りかたは、単独にもまたaの注意力とも密接に関

係しており、そのような場では先ずは相互尊重（遠

慮ではない、積極的支援と切磋琢磨）の心得を基

本にすることが大切である。

この意味で知識・技能も同列であり、注意力の

働かせ場やより充実した協調につながる内容こそ

求められていることが分かる。一方、知識・技能

は独立した面もあって、これが十分にあるときは

注意を払うのに役立つが、いくら注意していても

一定以上のものは身に付かないのである。所要海

技免許は有していても、知識や技能は忘れたり低

下するので、これを補う意味の知識・技能の必要

性も存するのである。

C. 表3-1-6Aにおいて、選択性最下欄の重み13％の

直上110という数字は事例数であると同時に重み

でもあるが、これより上欄縦軸方に目をやると選

択性を心することは見張りの「気をとられ、気づ

き遅れ、死角忘れ等」のほかに、「主機故障や舵、

オートパイロットの故障・操舵ミス時への応急対

処」、「共同者との息の合ったチームワーク」の面

にも波及効果がありそうである。注意力のなかで

も最も大切なことを身につけることは、多面のゆ

とりを呼ぶことになると言えないであろうか。

d. 航行上の視界良否割合は20:1とも感覚的に言わ

れているが、二次アンケートにおいて、記憶上の

当該割合を尋ねて9:1の回答が得られた。表2-2-

1以下のようにヒャリハット事例比でのそれは3:

1であることから、本稿事例の絶対数だけからは

良好時の陰に隠れがちであるが、不良時航行の危

険性には数値以上の注目が必要と言えそうであ

る。

(2) ここに取り上げたヒャリハット事例は、何時ど

の様な情況時に危険に陥りやすいかを余すところ

なく顕わにしており、‘‘見張りを厳重にすべし'’な
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参考図 A見張り不十分の内容

その他
6 レーダー

機器操作
不良2,6% 

どの単なるオーダーや呼びかけに止まることな

く、厳重の意味、内容などなど運航者が自主的に

身につけてゆく指標を提供しているように思え

る。また、「重み付け」に関する事項以外は、表掲

示に止めたが、例えば表2-3-1.2により参考図のよ

うにグラフ化して要点を浮き彫りにさせてみるな

ど着目すべき材料が埋もれていることを付け加え

たい。

(3) 注意力、知識・技能等、協調及びその他各項目

の重み比は、大略4:3: 2: 1であった。比率のも

つ意味、各ファクターの誤りのない取り扱い方な

ど、まだ不明の点が多く今後の研究となるが、運

航者からの一層のご教示も不可欠と考える。

3. INSシステム化、シミュレータ教育訓練充実等に向

けて

システム技術部においては、シミュレーターや医学

機器を用いて「交通機関におけるヒューマンエラーの

防止技術確立のための基礎研究」ほかヒューマンファ

クターの多角的研究に取り組んでいる。

他方、間近に迫ったAIS運用開始を含むINSの構築

が急ピッチで進行している。このことは運航者の人為

要因をマシンによって防止或いは除去しようとするも

のでもある。しかし、これのソフト内容や運航者の使

用の仕方などによっては新たな人為要因を生じかねな

い。このことを考慮に入れての対応もまた必要であっ

て、われわれは本稿に盛られた回答者の貴重で示唆に

富む意見、指摘事項等を採り入れながら検討を進めて

いる。

5. 結言

海難事故の防止に当たっては、これまでに多面の提

言と対策等がなされてきた。その一つが2に示された

ような各種原因の摘示であるが、本稿は、これら原因

をもたらす船舶運航者の共有ファクターに視点を置い

てみたものである。若干の考察を付記したものの、更

なる研究が必要であるし、進展させたいと考えている。

うっかり
ミス

参考図 B 気づき遅れの内容

その他
4, 5% 

仕事中
21. 28% 

それには多くの方々からご見識をいただくことも不

可欠で、先ずは過程として得られたデータを発表した

次第である。

資料提供をいただいた（財）日本造船研究協会、一、

二次両アンケート等上に貴重な事例やご意見等を下

さった運航関係者各位に心から謝意を述べる。

参考文献

(1) （社）日本造船研究協会平成9年度報告書 「人的

要因に関する調査研究」

(2) 事故の心理 鶴田正一著

中央公論社

(3) 集団の心理 中村陽吉著

大日本図書（株）

(4) 人間性の心理学ほか宮城 音弥著

（株）岩波書店

(5) 技術革新 大河内一男ほか著

（財）東京大学出版会

(6) 知識の構造 沢田允茂著

日本放送出版協会

(7) もう一つの技術 総合研究開発機構編

学陽書房

(8) 「ヒャリハット事例解析に基づくヒューマンエ

ラー誘発シナリオ」

船舶技術研究所研究発表会

（平成11年度ー第73回）講演集
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付録第二次アンケートの設問等

l. アンケートの目的

(1) これまでに得られた事項の検証、修・訂正をす

る

今までの研究データから考えられる主なこと

は、次のようなものです。

a. 人（運航者）は優れているので、いろいろの

ファクターを兼備している

b. 兼備はするものの、時と場合で弱体化しやす

いものもあるようである

c. 全てのファクター向上に力を尽くすのも良い

が、弱体化のものを早期に察知し、これが補強

を優先するのがよいのではないか

d. ファクターなので当然かもしれないが、視界

良好時と不良時とでは基本的に似通っている。

ところで、研究結果の基本データに大きな誤り

があっては今後の展開もおぼつきませんので、ご

意見をいただいたうえ修・訂正し、より確かなデー

タにする。

(2) 操船者をして、運航上の危険に導くことがある

ヒューマンファクターについて、少しの誤差は含

んでいても数値的に捉え得る（価値が見いだせる）

か否かの検討

(3) 貴殿方のご意見を含めて指標にできるファク

ターが得られれば、これを次のような面に発展さ

せる

①船員の海難事故を減少させるため、多面的な教

育訓練（シミュレータ付加等）に資する方策を

探る

②操船者が、心していても自身の力だけではなか

なか制御し難いようなファクター類が特定でき

れば、これらを重点的に補える機器やシステム

設定に応用してゆく

③世界の航海者から歓迎される船橋機器システム

のあり方を模索する

・・等々

2. ヒャリ。ハット事例を使用する理由

(1) 平成9年度に（財）日本造船研究協会は委員会

を通して「船舶運航者に対するヒャリ・ハット事

例のアンケート調査」を行いました。その回答デー

タを当研究所でも分析していますが、約1,900人の

方から二千数百にのぼる真面目に記述された事例

が示されています。日本船員激減の過程にあると

き、今後これだけ貴重なデータは望むべくもない

と思われ、この機会に従来方式の原因統計のほか

に前記のファクター面も併せ考えているわけで

す。

(486) 

(2) ヒャリハットは経験時点では事故に結びつい

たものでなく、運航者の機転等適切な能力発揮が

あって事なきを得たものです。

従って、事例を提供して下さった方々には誠に

申し訳ないのですけど、ここでの原因解析に当

たっては「事故に結びついた事例と同等」とした

取り扱いをさせていただいています。

(3) 海難審判裁決では、心理学的原因には触れない

こと及び海難原因＝過失原因（懲戒処分のため）

とされることが殆どで、裁決書の内容構成をすっ

きりさせるためもあって、ヒャリハット事例に示

されるようなより細かい原因までは示されない場

合が多い難点があります。

3. 別添資料等の概要説明

次の各資料は、全て前記調査から得られたもの

ですが、当所が独自にデータ処理をしましたので、

同協会による既発表の解析結果と若干異なったも

のもあります。

以下、お尋ねするにあたり、次の資料を用意し

ましたので適宜ご利用下さい。

資料順序は整合されていませんが、悪しからず

ご容赦下さい。

(1) 資料1（視界・水域別推定原因数の表）

穂事例数2,166は、 1事例について複数の原因が

記されていても、頭書の原因のみでヒャリ・ハッ

トを経験したものとし、かつあやふやな記述の事

例を割愛した数です。

協会実施のアンケートで提示された原因は、そ

の他を含めて20項目ですが、各資料のそれは回答

者による当該‘‘その他”の内容記述によって明ら

かにされている原因をも抽出、加記しており、中

分類的に35項目（最終的な細分類項目数は約70)

としたものです。

(2) 資料2（重みづけ判断因子の適、不適見当用の

表）

従来の海難原因統計方式では、資料1と同様に

「見張り不十分」、「航法不遵守」等の項目摘示で

示されることが多く、即ちその防止策では“厳重

な見張り、見張り第一’'等が標榜されてきました。

今回はこれを少し進めて、ヒューマンファクター

にからめた視点を導入してみようとするもので

す。

そこで運航者にとって、一般的には注意力のほ

か知識、技能等因子も不可欠だろうと想定し、こ

れら因子と次項28項目の自船原因との相関をみ

たものが当表です。表中のZ欄数値のように、主

要ファクターとしてはほぼ想定因子のみで良いの

ではということで、次の資料3以降の内容検討に

進むこととしました。
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(3) 資料3（海難の人為要因指数導出の試みー手法

と手順の概要説明の表）

手法として100事例中の5例分について例示・説

明してあります。重み（単事例ごとに100がフル）

については、例えば知識が14％程度、注意力の変

動性が16％程度関与すると認定したい事例でも、

全て四捨五入して前者10、後者20のごとく 10単位

としています。きめ細かい数値認定は個々の誤差

が少なくて良いのですが、数多い事例の評価積算

過程では、 10単位でも大きな誤差は消去の傾向と

なるとしたからです。

手順は、表の下に記したとおりで、最終的には

「当該原因に係わる積算合計重み数」与

「同原因のヒャリハット事例数」

としてあります。

(4)資料4（視界別重み数の表）

海上衝突予防法においても判別されていますよ

うに、航法は視界の良否で大きく異なってきます

ので区別して取扱いました。その他の各項目につ

いて概要を説明します。

①原因記号5~32

資料1の自船原因に係わる項目だけ選択したも

のです。自船原因とは、アンケート回答者が主と

して (6割程度以上）自船の所為原因によってヒ

ャリハットを経験したと記した（と読みとれる）

ものを指します。

当該表中1~4の他船原因及び33以降のその他

原因については、自船からすれば相手の不当航法

と捉えてもその内容は不明であること、さらに不

当航法と見えてもその内容は自船原因に準じると

考えられること等から、この自船原因項目のみを

採り上げています。

原因の分類についてはご異見もあるかと思いま

すが、回答者の記事をできるだけ忠実に反映させ

たつもりです。

②左欄に、項目として採り上げている各事項

船舶運航者には諸素質が必要ですが、その素質

を完璧に特定するのは不可能ですので、代表的に

a. 知識・技能、 b. 注意力、 C．協調関係、 d. そ

の他を採り上げてみました。勿論、人は多様かつ

優れていますので、 a、b、C、d各素質を分離でき

ない面はありますが、大局をみる方便上仕方ない

とするものです。

以下、各因子項目について概説します。

③知識・技能等

知識・技能は、運航者は一定の海技免許レベル

を有してはいるものの、諸条件の変化に適合させ

たり補充すべきもの、備えてはいてもその場で発

揮できなかったもの等々を含む知識、技能を指し

ます。

その他（優先順位等）は、知識・技能や注意カ

の総合的素質の面もありますが、一応ここに入れ

ています。見張り時の高危険度船自覚順位、避航

措置の順位等はもとより、例えば、船長が直接甲

板上の指揮をすべきところ指導上ー航士に委せて

いたため危険に陥ったなど安全と指導の優先順位

を取り違えたなどのことまで含むものです。

④ 注意力

海の司法判例や海難審判裁決例では、過失原因

として「注意義務違反」が問われているのが殆ど

で、訳の分からぬ注意義務が仕立てられている場

合もあります。

ともかく注意力は基本素養と思われますので、

これを中核的に取り上げましたが、詳細は資料6

で改めてとりあげております。

⑤ 協調関係等

広義には、例えば航行管制塔と船橋間や雇用主

と被雇用者間の関係まで含みますが、主として在

船橋の共同作業者間の関係を言います。また、指

示という内容には必要と考えられる説明まで包含

し、報告には必ずしも指示は無くても報告すべき

と考えられるものまで広く含まれるとするもので

す。

⑥ その他

これまで記しました各項目と無関係か又は関係

が薄いと考えられるもの、及び回答者は主として

自船原因とするものの、他船原因のウェイトの方

が大きいか同等と思われるものなどを指していま

す。

(5) 資料5 （細目原因における各因子重みの表）

自船原因28項目よりもさらに細分化された原

因個々について、各因子との係わりをみたもので、

つまり 28項目各項目の重みの内訳が示されてい

ます。

細目原因は、ヒャリハットのアンケート回答に

おけるその他の内容記述から拾ったものです。

(6) 資料6（重みづけ‘‘注意ガ’摘要の表）

注意力を文献に学んだうえ、勝手な解釈のもと

に表化してみました。いずれ心理学識者にご教示

をお願いするつもりですが、概ね文献記述は「表

中の大要」のごとく示されていることから、運航

者の誤りやすい因子を「判断用具体要素」欄に充

当させてみたものです。

解釈の誤りなどにお気づきの方はお教え下さ

し％

(7) 資料7（事例100選の表）

100選となっていますが、分かりやすい記述か

ら適宜に拾ったもので、適切な事例ということで

はありません。ご参考用です。

(487) 
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4. 設問等

問1、問2は、「ヒャリ・ハットした原因だけでは

ありますがその細部に基づいて、人的ファクターの

数値的‘‘重みづけ’'を試みましたところ、資料のよ

うな一応の結果が得られました。船舶の運航という

人の仕事を総括して見るとき、運航者の内面的諸因

子の重みは大筋としてこのようなものとみてよいの

でしょうか？」とお尋ねするものです。

従いまして、問1における個々の空欄を埋めてい

ただきたいのが本望ですが、いわば貴殿の哲学ご所

見のみを回答用紙末尾のその他欄に示していただい

ても有り難く存じます。

問1 別紙「ご回答用紙1及び2」に、下記要領によっ

て、左欄の各原因ごとの知識、注意力等因子との関

与率（重み）をご記入下さい。｛当該原因で危険に陥っ

たのなら、これら因子をこの程度（点-%)補えば

回避につながるのではないか…、この因子がこの程

度 （点与％）ならこの因子はこれくらいではないか

…などと推断して下さい｝

記

①重みは、原因それぞれについて相対的な配点（単

位を便宜上点とします）でお願いします。即ち、

各原因項目ごとのトータルでは、 120点だろうと

150点だろうと異なっても構いません。また、配

分点は10点単位を原則としますが、 5点単位でも

結構です。

②各原因ごとに重みをチェックいただくとき、資料

5及び同7の配分点と対比のうえ修・訂正されても

又は資料と無関係に配点されても結構です。特に、

質問に水域や時間帯等の条件設定が無いのでお答

えしずらいと危惧しますが、この原因なら、狭水

道か港でのものだろうなどと適宜にご洞察のうえ

配点して下さい。ちなみに、これら資料の各点配

分は、資料3の手法、手順の如く独断的に見積もっ

たものの積算値です。

③貴殿の配分点が資料5記載の数値と“ほぼ同様'’

のときは、お答え記載欄に「OK」とか「同」と

でも書いておいて下さい。

〈ご記入例〉 ご回答用紙1の過大速力欄

例

過大速 知識 技能 優先順 非独立 変動性

力 位 性

貴殿の
重み配 20 10 20 

゜゜分値

④主機・リモコンに係わる不調等は、概ね機関室に

原因があるのですが、ここでは不調等が生じたと

きの運航者の対応・対策面の原因としてお考え下

さい。

⑤その他、ご不明箇所は空欄で結構です。

問2 ご回答用紙3の欄に、知識・技能等、注意力、協

調関係等、その他についてそれぞれ重み点を配分し

て下さい。

要領は、問1の「記」に準じます。

なお、ヒャリハット事例からの集計点は資料4の

右端欄に、視界良好時と不良時別に記してあります。

問3 貴殿が、航海士から船長までご執職の間、視界

良好日と不良日との比率は概略どのくらいでしたで

しょうか。例えば年間300日の航海で霧中航行は10

日程度でしたら、 29:1といったお答えで十分です。

その他欄 貴殿のヒャリハット事例（特にハットさ

れた瞬間の状況も分かるもの）や船員のヒューマン

ファクターの因子、捉え方等々についてより良い解析

方法など、お考え、お気づきの点がありましたら教え

て下さい。 以上

選択性 反転性 方向性 指示 報告 その他

20 10 

゜
10 20 

゜
↑ ↑ （ここではトータル110点になりましたが、これで結構です）

ご記入欄

(488) 


